
第５回 大 山 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日）

平成26年６月17日（火曜日）

議事日程

平成26年６月17日 午前９時30分開議

日程第１ 一般質問

通 告 議 席
氏 名 質 問 事 項

順 番 号

１．条例や要綱の趣旨は生かされているか
１ 15 西山 富三郎

２．信頼と協働のまちづくり

１．まちづくりについて
２ ８ 杉谷 洋一

２．高齢者の健康づくりについて

１．名和マラソンフェスタについて問う
３ 13 岩井 美保子

２．鳥取型地域支援システムモデル事業について問
う

１．高齢者を地域の「支え手」に
４ 12 吉原 美智恵

２．認知症予防の取り組みは進んでいるか

５ １ 加藤 紀之 １．財政制度等審議会の試算について

１．集団的自衛権の行使容認をどう考えるか

６ ７ 大森 正治 ２．教育委員会制度の改変についてどう考えるか

３．介護の今後はどうなるのか

１．大山町版危機管理は大丈夫か
７ ６ 米本 隆記

２．法令順守（コンプライアンス）は大丈夫か

１．地球温暖化対策の更なる実行を
８ 14 岡田 聰

２．健康寿命を伸ばす更なる取り組みを

１．介護難民をつくるな

９ ４ 圓岡 伸夫 ２．大山保育所と保育の今後は

３．砂すべりと宝珠尾根

１．地域おこし協力隊員の活動内容
10 ３ 大杖 正彦

２．本町内、児童生徒の「体力⋞運動能力」につい
て

11 ９ 野口 昌作 １．町道管理について

１．（近年多発している）自然災害時の行政の対応
12 ２ 大原 広已 について
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２．企業誘致について

13 ５ 遠藤 幸子 １．見守り体制はどのようになっているか

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

通 告 議 席
氏 名 質 問 事 項

順 番 号

１．条例や要綱の趣旨は生かされているか
１ 15 西山 富三郎

２．信頼と協働のまちづくり

１．まちづくりについて
２ ８ 杉谷 洋一

２．高齢者の健康づくりについて

１．名和マラソンフェスタについて問う
３ 13 岩井 美保子

２．鳥取型地域支援システムモデル事業について問
う

１．高齢者を地域の「支え手」に
４ 12 吉原 美智恵

２．認知症予防の取り組みは進んでいるか

５ １ 加藤 紀之 １．財政制度等審議会の試算について

１．集団的自衛権の行使容認をどう考えるか

６ ７ 大森 正治 ２．教育委員会制度の改変についてどう考えるか

３．介護の今後はどうなるのか

出席議員（16名）

１番 加 藤 紀 之 ２番 大 原 広 已

３番 大 杖 正 彦 ４番 圓 岡 伸 夫

５番 遠 藤 幸 子 ６番 米 本 隆 記

７番 大 森 正 治 ８番 杉 谷 洋 一

９番 野 口 昌 作 10番 近 藤 大 介

11番 西 尾 寿 博 12番 吉 原 美智恵

13番 岩 井 美保子 14番 岡 田 聰

15番 西 山 富三郎 16番 野 口 俊 明

欠席議員（なし）

－１６－



欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 小 谷 正 寿 書記 提 嶋 護 大

説明のため出席した者の職氏名

町長 森 田 増 範 教育長 山 根 浩

副町長 小 西 正 記

教育次長兼学校教育課長 齋 藤 匠

総務課長 酒 嶋 宏 社会教育課長 手 島 千津夫

中山支所総合窓口課長 杉 本 美 鈴 幼児教育課長 林 原 幸 雄

大山支所総合窓口課長 門 脇 英 之 企画情報課長 戸 野 隆 弘

税務課長 野 間 一 成 住民生活課長 森 田 典 子

建設課長 野 坂 友 晴 水道課長 白 石 貴 和

農林水産課長 山 下 一 郎 農業委員会事務局長 田 中 延 明

福祉介護課長 持 田 隆 昌 保健課長 後 藤 英 紀

観光商工課長 福 留 弘 明 観光商工課参事 齋 藤 淳

教育委員長 伊 澤 百 子 人権推進課長 松 田 博 明

地籍調査課長 野 口 尚 登

午前９時３０分開議

○議長（野口 俊明君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会議

を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は一般質問を行います。

一般質問は通告された議員が１３人ありましたので、本日とあすの２日間行います。

きょうは、できれば６番までは必ずやりたいと思います。場合によっては７番の議員さ

んまで来るかもしれません。よろしくお願いいたします。

それでは始めます。

⋞ ⋞

日程第１ 一般質問

○議長（野口 俊明君） 日程第１、一般質問を行います。

通告順に発言を許します。

１５番、西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） はい。皆さん、おはようございます。
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かわりばえもしませんが、西山富三郎です。真っ先に質問させていただきます。今回

は２点行います。

初めの質問です。条例や要綱の趣旨は生かされているか。町民ならず、議員自身も議

会は行政の監視機関であるということがあります。しかし、議会は自治体の意思決定機

関であります。実際に全ての自治体で条例、予算、重要な契約などは議会で議決してい

ます。その上で、議会は首長、行政が議会の決定に基づき決定の趣旨を生かして仕事し

ているか行政の監視をします。行政の監視は、議会の重要な仕事でありますが、監視機

関なのではなく、意思決定機関として行政を監視するのであります。

１つ、広報常任委員会が「追跡あれはどうなった」大山町男女共同参画条例の制定後

はの調査を行い、議会だよりだいせん３６号の記事にしています。進歩が見られないと

私は思っていますが、取り組みの状況を尋ねます。また、女性団体等との協議は行われ

ましたか。

２点目、本人通知制度（大山町住民票です、票の写し等の第三者交付に係る本人通知

制度実施要綱平成２３年３月２８日告示第５９号）の取り組みを尋ねます。

個人情報不正取得事件の経過、全国と県内の状況、本町ではどうであったか。差別事

象も教えてください。

事件の特徴は。事件で明らかになったことは。本人通知制度とその効果は。身元調査

防止、個人情報不正防止をどう行っているか。人権同和教育、啓発の推進は。登録者が

少ないようです。町の三役、管理職の視座は。みずからつくったものを守らないとは立

法懈怠ではないかと思います。また、法益の危殆化でもないかと思っております。認識

をお尋ねします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。あ、失礼。はい、いいです。町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） おはようございます。

通告の最初でございます西山議員から、１点目の条例や要綱の趣旨は生かされている

かということで私と、また教育委員会、教育長、教育委員会のほうにも尋ねていただい

ておりますので、お答えをさせていただきたいと思います。

まず、議員御承知のとおり男女共同参画推進条例、大山町の男女共同参画条例でござ

いますけれども、平成２４年４月１日から施行となっているところであります。また、

男女共同参画社会の形成を一層加速するよう、同年の３月に平成２４年度から平成２８

年度までの５年間を計画期間とする第２次大山町男女共同参画プランを策定をいたしま

した。この条例と参画プランをもとに、男女共同参画の推進を図っているところでござ

います。

御質問いただいております案件たくさんございますので、少し時間を賜りたいと思い

ます。
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まず、御質問の条例制定後の取り組みについてということで、議会だよりだいせん３

６号に記載されました審議会などの女性の登用状況につきまして、不十分な審議会もあ

る。条例施行後の進歩が見られないがということでございますが、記載されました登用

状況は条例施行前と施行後の比較をしたものでございます。御指摘のとおり、女性の登

用が進んでいる審議会あるいはそうでない審議会、さらには女性の登用がない審議会と

いったところでございまして、女性の参画拡大が十分でない状況も見受けられるところ

でありますけれども、新たに設置をされた審議会においては均衡の目安としております

ところの登用率４０％から６０％、これを達成をいたしており、条例の趣旨を踏まえて

いただいたものであろうというぐあいに思っているところであります。

総体的には女性の参画の拡大、これまだまだ十分ではなくて、また委員の選任にも各

団体の代表者的なところもございますので、慣行の見直しなど取り組んでまいらなけれ

ばならないと思っているところであります。

男女共同参画の推進につきましては、あらゆる機会を通じてその理念を踏まえて取り

組みを行っているところであります。年間７回行っておりますみんなの人権セミナー、

ここにおきましても必ず１講座は男女共同参画をテーマとして毎年行っておりまして、

今年度も先日の６月１０日に実施いたしたところであります。昨年度は町づくりと男女

共同参画をテーマとして実施をし、また一昨年度は条例の施行に伴い男女共同参画につ

いて職員研修を行ったところでもあります。そのほか、多様な視点からの講座の開催や

研修会などへ参加、また案内を行っているところであります。

また、男女共同参画社会基本法の公布、施行日である平成１１年６月２３日を踏まえ

て、毎年６月２３日から２９日までの１週間を男女共同参画週間として、男女共同参画

社会基本法の目的や基本理念について広報などを通じて周知を図っているところであり

ます。

そのほかでは、２４年度あるいは２５年度の取り組み状況につきまして年中報告の公

表を条例より定めておりますので、町のホームページに公表いたしているところであり

ます。

質問ございました女性団体等と協議を行ったかという御質問についてでありますが、

特に女性団体等にお集まりいただいて男女共同参画といったテーマについての協議は行

っておりません。男女共同参画社会の実現のためには、女性みずからの意識の改革や人

材の発掘、育成も必要でございまして、それを推進する上での課題等について女性団体

等と協議を行い、推進を図ることは必要と存じます。

ただ、男女共同参画、これは女性の問題と捉えられる傾向が多いですけれども、男女

がともに認め合い、多様な生き方を尊重し、全ての人が職場、地域、家庭などあらゆる

場面での、あらゆる場面で活躍できる人権尊重の社会づくりを実現していく取り組みで

ございまして、その実現に引き続き努めてまいりたいと存じます。

次に、本人通知制度の取り組みについてであります。
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個人情報不正取得事件の経過、全国と県内の状況、本町ではということでありますが、

個人情報不正取得事件といいますと、平成２３年１１月に司法書士の職権で認められて

いる職務上請求書を偽造をし虚偽の申請内容で戸籍謄本を取得したとして、東京の法務

事務所の関係者５人が逮捕された事件、及びその事件から波及したハローワーク非常勤

職員による職歴情報売買事件、携帯電話会社職員による携帯電話情報売買事件、現職警

察官による車両情報売買事件などであろうかと思います。

平成２０年に戸籍票と住民基本台帳法が改正をされて、原則として本人、家族以外は

戸籍情報は取得できなくなりましたが、司法書士など８士業の有資格者は職務上請求書

を自治体に提出をすれば、本人の了解なく取得できます。その事件は、その書類を偽造

して戸籍などを不正取得した悪質なものであります。

全国と県内の状況、本町ではという御質問についてでありますが、当時の新聞などに

よりますと、１万枚を超える職務上請求書が使用されたと報道されています。

県内の状況につきましては、部落解放⋞人権政策確立要求鳥取実行委員会の資料によ

りますと、平成２３年に２３件、平成２４年に１２件となっております。本町では、本

人通知制度導入以前に１件であります。

事件の特徴は、不正取得をした数の多さと手口の巧妙さにあると言われております。

これまでの不正取得は数件から数百件程度であったものが、この事件では偽造された職

務上請求書が２万枚にも及び、そのうち１万枚を超える請求書が使用されたこと。戸籍

情報取得の依頼や入手ルートを複雑にしたり写しをつくりかえたりして不正取得の発覚

を防ぐとともに、取得を引き受けた事務所の関与を隠すなどが掲げられます。

事件で明らかになったことでありますが、１点目に組織的な身元調査のネットワーク

があるということ。２点目に調査依頼の８割から９割は結婚相手の調査であり、現在で

も依然として身元調査は続いており、それがビジネスとして成り立つほど需要があると

いうこと。３点目にこの身元調査によってストーカー行為を受けたり、家族が危険にさ

らされたなどさまざまな被害者が出ており、誰でも被害に遭う状況が生まれているとい

うこと。そして４点目にＩＴ化による情報化社会の中でさまざまな情報が簡単に手に入

り、便利な反面、それが犯罪や人権侵害に利用されるというマイナスの側面もあること

などが上げられます。

本人通知制度とその効果についてでありますが、本人通知制度とは住民票の写しや戸

籍謄本などを本人の代理人または代理人以外の第三者へ交付した場合に、事前に登録し

ておられる本人にその事実を知らせる仕組みで、本町では平成２４年４月から導入いた

しております。

なお、代理人以外の第三者とは弁護士、司法書士、行政書士など８士業のことで、申

し出者の依頼により、または法令の規定により、その任に当たる人のことをいいます。

この制度の実施により、委任状の偽造などによる不正請求の抑止や個人の権利侵害の

防止効果が期待できます。
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また、本人制度の導入を町のホームページに記載しているということで、虚偽の請求

による不正取得の防止につながっていると考えております。

身元調査防止、個人情報不正取得防止をどう行っているかということについてであり

ますが、その対策として第三者交付に係る本人通知制度を採用いたしております。窓口

では証明書を交付する場合、まず来られた請求者の方について顔、写真つきの運転免許

証などで本人確認を行った上、請求内容、理由などを審査し、請求が正当であると認め

られる場合のみに交付をいたしております。郵送請求につきましても、厳重に同様の対

応をいたしております。

人権⋞同和教育啓発の推進はということについてであります。

一連の個人情報不正取得事件の根底には、依然として結婚や就職で身元を調査するあ

しき差別的慣習、差別意識が存在しています。この身元調査を必要としない社会をつく

ること、そのためには人権意識の底上げが重要であり、人権⋞同和教育、啓発活動が重

要であるということは申すまでもなく、身元調査をしない、させない、許さない、そう

したルールを築くことなど教育、啓発の取り組みを引き続いて行って、人権意識の向上

に努めてまいりたいと存じます。

次に、登録者が少ない、あるいはみずからつくったものを守らないということの質問

についてでありますが、本人通知制度の登録者数は平成２６年５月１日現在２７名であ

ります。平成２４年４月導入以来、登録しておられる方につきまして本人の代理人また

は代理人以外の第三者への該当する交付がないか月ごとに点検しておりますが、通知を

する事例は現在までにはございません。

制度の周知につきましては、導入時に広報紙に記載をして以降は町のホームページに

載せているのみでございます。今後は広報紙を利用して制度の周知に努めてまいりたい

と存じます。

次に、立法懈怠とはにつきまして、立法とは法を制定すること、地方議会におきまし

ては条例を制定することでありまして、懈怠とは法律において実施すべき行為を行わず

放置することを指すことから、法律を制定してもその権利を行使しない、あるいは義務

を履行しないということであろうかと存じます。

また、法益の危殆化とはにつきまして、法益とは法によって保護されるべき利益をい

い、危殆化とは危険な状態になること、危うくなることを意味する語であることから、

法によって保護されるべき利益が危険にさらされるという意味になろうかと思います。

以上で私のほうからの答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい、議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） おはようございます。

では、本日の通告１番の西山議員さんの条例や要綱の趣旨は生かされているかという
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御質問に、教育委員会の観点でお答えをいたします。

まず、大山町男女共同参画についてですが、議会だよりで上げていただきました審議

会等の中で教育委員会が所管をするものも含まれております。さきの町長の答弁と同様

に、教育委員会関係でも女性の登用が進んでいる審議会等もある一方で、進んでいない

ものもございます。

また、登用が進んでいてもそれはあくまで目安の一つで、男女共同参画は教育を含む

あらゆる分野であらゆる施策に反映させていく非常に大切な息の長い取り組みが必要だ

というふうに思っております。町長部局と同様に、慣行の見直しなども含め今後も意識

啓発にしっかり取り組んでまいりたいと思います。

次に、本人通知制度に関する７点の御質問のうち、人権⋞同和教育啓発の推進につい

て触れさせていただきます。

町長の答弁でもありましたように、残念ながら結婚や就職に際して依然として身元を

調査する差別的習慣というものがなくなっておりません。教育委員会も町長部局、町人

権⋞同和教育推進協議会等と連携をしながら、人権⋞同和教育、人権啓発を行い、人権

尊重の町づくりに努めているところでございます。

また、この問題に限らずいじめ問題、ネットトラブルなど子供たちを取り巻く今日的

課題の解決のためにも、人権⋞同和教育というものを学校教育の根幹に据えて取り組み

を進めているところでございます。以上でございます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） お答えをいただきましたように、女性の問題は女性だけ

の問題じゃないです。女性の問題は男性の問題です。黒人の問題は白人の問題です。

大体御答弁はこのとおりですが、中身に入ります。

母子手帳はこれまでは男の子か女の子かの２つだったそうですけど、不明の欄ができ

たんだそうです。その経過を教えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当のほうから答えさせていただきたいと思いますが、多分こ

の件につきましては先日人権セミナーがございまして、その中での男女共同参画、その

テーマの中で講師先生がこの件についてお話をされた経過があります。担当のほうより

答えさせていただきます。

○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） 西山議員さん御質問の母子手帳の男女の別の欄に不明の欄

ができたということでございますけども、現在の男女共同の流れに沿いまして、また性

別の別につきましても現在の流れの中でそういった性別の記載することを改めるもので
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ないかというふうに考えております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） それから、意識の問題に入ります。

やはりまだまだですね、女性を蔑視する傾向があると思います。とんでもないことで

あります。行政の目的は住民福祉の向上にあると言っております。それはハードがあり

ソフトもあると思います。やはり人間には社会を形成している以上、それぞれが自分自

身にも誇りを持ち、相手も尊厳、尊重しなければなりません。

福祉の心ということを町長はどう考えておられますか。それから、教育の心とはどう

いうふうに御認識ですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） たくさん勉強しておられる西山議員のことですので、またお答

えはお持ちかなとは思いますけれども、承知をさせていただいておりますところから述

べさせていただきますと、福祉の心というのは安全で安心の場、あるいは喜びの場をと

もに創造していくということかなというぐあいに思いますし、教育というところの観点

からは、人のとうとさを教える、あるいは潜在能力を引き出していくということなのか

なというぐあいに思うところであります。まだほかにもあろうかと思いますが、よろし

くお願い申し上げます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 教育委員会にお尋ねいたします。

教育は人づくりと言われておりますね。心技体をつくる。教育の淵源というのは何で

すか。人づくりの道とはどういうことですか。簡単でいいですから。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） では、ただいまの西山議員さんの御質問には教育長がお

答えいたします。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。難しい淵源などという言葉を聞きまして、もとという

意味だろうかなというふうに思います。

こういうことを思い出すときに、ドイツの哲学者のカントがこういったことを言って

おります。人間は教育することによってのみ人間となるという言葉も言っておりますし、

それからもう一つは英語のエデュケーションですけれども、は古代のギリシャ語のエデ

ュケーレという言葉から来ているということをよく言われます。このエデュケーレてっ
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ていうのは引っ張り出すという意味でございます。ですから、いろんな形でその子供た

ちが持っておる、あるいはその人が持っておられる、おる能力を引っ張り出していくと

いう、そのことがやっぱり教育にとっては一番大事なのではないかなというふうに思っ

ております。以上です。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 小１０年前でしょうか、西部町村議長会の研修会があっ

たわけです、江府町で。そのときに文部省のですね、高官が来ておりましたのでね、教

育の淵源とは何かと言ったらよう答えません。私が聞いた中で、教育長の答えが一番最

高です。ありがとうございます。皆さん、こういう教育長が大山町におるということは

ね、大いに誇りを持たなくてはならないと思います。町長の答弁も教育長の答弁も納得

いたしましたので、ひとつ頑張ってください。

そうしますと、時間がもうあと３０分しかありませんので、もっと言いたかったんで

すけれど。

あのですね、私が、２番目の問題に入りますが、１番にも関係がありますが、自分で

つくったものを自分で守らないとは何かということはですね、地方自治法第１３８条の

２にこういうことが書いてあるんですよ。普通地方公共団体の執行機関は、当該地方公

共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基

づく当該普通地方公共団体の事務をみずからの判断と責任において誠実に管理、執行す

る義務があると。つくったものはやりなさいと、義務があるということを言っておるん

です。

それから、今、議会は議会基本条例をつくっておりますが、その条文の中に町長及び

他の執行機関というのが出ておるわけですね。この他の執行機関というのは、自治法の

１８０条の２にあるんです。委員会及び委員の設置、委員の兼業禁止などがありますが、

あ、１８０の５ですね、執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に

置かなければならない委員会及び委員は次のとおりである。教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会または人事委員会を行い、普通公共団体にあっては公平委員会、監査委

員会、農業委員会、固定資産評価委員会、これらは法律で定めておるんです。

それでは、本人通知制度なんかも町報に出しましたりインターネットに出しておりま

すが、この方たちにお話ししたことがあるんですか。一緒にやろうやというふうな、こ

の法律で定められた委員会等にお話ししたことがあるんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 担当のほうで把握しておりますれば答えさせていただきたいと

存じます。

○住民生活課長（森田 典子君） 議長、住民生活課長。
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○議長（野口 俊明君） 森田住民生活課長。

○住民生活課長（森田 典子君） お答えいたします。

個別に特定の方に対してお話を申し上げたことはございません。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 余り簡単に答えてもらいたくないね。

あのね、それじゃ身元調査というのは全国的にいつごろから始まったんですか。どこ

の担当ですか。身元調査は、どこの県から始まって鳥取県に来たかというようなことを

知っておるんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 突然の質問でございますので、把握できておる範囲内で担当の

ほうより答えさせていただきます。

○人権推進課長（松田 博明君） 議長、人権推進課長。

○議長（野口 俊明君） 松田人権推進課長。

○人権推進課長（松田 博明君） 西山議員の御質問にお答えします。

身元調査がいつから始まって、鳥取県にどういうふうに入ってきたかという御質問で

ございます。

申しわけございません。不勉強で全て把握しておりませんが、全国的に以前から部落

差別を助長するものの一つとして身元調査というのは行われてきております。県内にお

いても同様でありまして、県内においても先ほど町長の答弁にありましたように身元調

査をしない、許さない、そういった取り組みなりルールづくりということで鳥取県でも

取り組みをしてきております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 私が通告に出しておるんですからね、答弁になってない

よ。和歌山県で起こって、それが全国に広がって身元調査はいけないということがはや

って、大山町、名和町、中山町でも身元調査はいけませんというのがかつてあったはず

ですよ。中山から発生したんです。

その法律の懈怠ですけどもね、やっぱり懈怠というのは法律語では倦怠なんですわ。

法律によって我々は保護されています。それを法律をつくりながらしてないというので

すから、法律の懈怠ですよ。

それから法益の懈怠、それから危殆化、やっぱりですね、今でもですよ、このように

身元調査があるわけですから、これは大事な問題だなというふうに考えてですね、ちゃ

んと取り組んでもらわないといかんのじゃないですか。憲法１４条はですね、個人の平

等を指しているんですよ。もうちょっと懈怠と危殆化について集中してくれますか。勉
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強してくれますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。質問ということで受けとめさせていただきたいと思いま

すが、本人通知制度、先ほど述べましたように大きな事件があってそうしたところから

この制度が定められました。町におきましても、町報等でもお知らせをいたしていると

ころではありますけれども、本人の関心あるいはそうしたことについての周知、いろい

ろな場面でまだまだ皆さんのほうにもお知らせしていくと、必要があるという議員の御

指摘かなというぐあいに思っておるところであります。

これからの取り組みの中で、町報等を通じてそうした制度の周知等々取り組みをして

いきたいというぐあいに考えておるところであります。

○議員（15番 西山富三郎君） 時間がありませんので、次の質問に入ります。

どこだったかいな、原稿がわからんようになっちゃった。えらいたくさん用意してき

たもんですから、まあまあ。どうも失礼しました。

２点目に、信頼と協働の町づくりについてお尋ねします。

町長は、当選することが地域社会における影響力の源泉であります。しかも強く広範

な権限を持ち、影響力は一層増します。したがって、地域社会に対する深い洞察力や政

治的理念、そして行動力を持っていることが期待されます。行政の長として、自治体経

営を行う役目を負っています。

１つ、政治的理念を問います。

２つ、情報公開や参加の仕組みをつくり上げ、町民と自治体の関係性を高めなければ

ならないと思いますが、方向性は。

３点目、自治体職員の能力を高め、意識改革を行うことが不可欠であります。行政の

改革を積み重ねることによって、質の高い組織を構築することを目指さなければなりま

せん。また、職員風土の改革の課題は何でしょうか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。２点目の質問でございます信頼と協働の町づくり、この

件につきましても私とそして教育委員長のほうにも出ておりますので、私の後でまた教

育委員会のほうからも述べさせていただきたいと存じます。

まず、政治的理念を問うということでありますが、私の理念はこれまでも何度も述べ

ているところでありますが、元気でそして安全安心、そして財政的に安定した町、それ

を基本といたしているところであります。

そして住民の皆さんの参画のもと、大山町の豊かな自然、歴史文化、産業、人材など

大山の恵みを生かした元気で暮らしやすい町づくりを進め、全国に光り輝く大山町、こ
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れをつくり上げてまいりたいと考えているところであります。

そのためにさまざまな施策を進めておりますが、特に重点の項目として若者の定住化

へ出会い、結婚、妊娠、そして出産、育児、さらには学童期への切れ目のない子育ての

仕組みづくりを目指した少子化、定住化対策のアクション、これがまず１点目。

そして、本町の資源を生かした体験型、滞在型、交流型、いわゆる観光交流ビジネス

化へ大山ツーリズムの構築。そして主幹産業であります農林水産業、これの循環型の展

開などによりますところの産業振興アクション、これが２点目。

そして、３点目に住民、行政、民間力が一体となった未来づくり１０年プランの策定、

あるいはまちづくり地区会議や地域自主組織による自主⋞自立的活動の推進などにより

ますところの町民参画アクション。これを通して、私の政治的理念を具体化したいと考

え、この年度の初めに職員のほうにも、あるいは施政方針のほうでも述べさせていただ

いたところでもあります。

２点目の情報公開や参画の仕組みをつくり上げ、町民と自治体の関係性を高めなけれ

ばならない。方向性はということについてでありますが、地方分権を進め町民主体の開

かれた町政を進めるためには、行政運営の透明性を確保し、町民の町政への参加を促進

することが必要であります。

町民の皆様へ情報公開を保障する制度といたしましては、大山町情報公開条例があり

ます。この条例は、町政に関する情報に係る町民の知る権利及び町の説明責任として町

の所持する公文書の公開、これをすることを町に義務づけたものであります。

また、行政の運営状況をお知らせするため、財政状況、職員の給与状況、人事行政の

運営状況などにつきまして、広報紙あるいはホームページなどでお知らせをいたしてい

るところであります。

参加の仕組みということでありますが、町では各種の審議会、委員会を開催する場合

には町民の参加を求めるよう心がけ、町民の皆さんの意見の反映に努めているところで

あります。

また、未来づくり１０年プラン策定に当たり町民から素案策定委員を公募し、１０代

から７０代まで幅広い男女に参画をしていただき、プランづくりと実践、これをテーマ

に今進めているところであります。

また、町の主要な施策や重要な条例などの立案に当たりましてはパブリックコメント

の制度を設け、その趣旨や内容などを町民にお知らせをして意見を求め、また寄せられ

た意見を参考にして最終的な意思決定を行うということで町民の町政参画への推進を図

るとともに、町の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上に努めているところ

であります。

３点目の職場風土改革の課題はという質問についてでありますが、職場風土は長い時

間をかけて積み上げられてきた職員の意識や行動様式、これの蓄積により形成をされて

きたものでございまして、一朝一夕に変わるものではないというぐあいに思っていると
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ころであります。

しかし、地方分権の進展、少子高齢化の進行、限られた財源と職員でさまざまな住民

のニーズに対応していく。そのためにはこれまでと同じような仕事のやり方では、ある

いは考え方では、行政運営を継続していくことは難しくなっているものと考えておりま

す。国や県との交流あるいは市町村アカデミーなどでの研修や職場内での研修など、そ

ういったものをまずは通し常に問題意識を持って、政策の形成や政策執行などができる

能力の高い職員、これを育成してまいりたいと考えます。

特に現場、住民の視点や協働の取り組みが必要になっているものと存じます。職員一

人一人の意識やコミュニケーションの力、コミュニケーション力の向上としてその基本

でありますところの挨拶の励行、懇切丁寧な対応、あるいは議員からもよく御指摘、御

指導いただいておりますホウレンソウの徹底、これを進めているところであります。

また、未来づくり１０年プラン策定の中で素案策定委員の町民の方々とともに、若手

の町職員２５名ほどが加わって現場の発想や町民の皆さんとの交流など、人材育成や新

しい職場風土づくりにもつなげているところであります。

以上で私の答弁にかえさせていただきます。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） 西山議員さんの２点目、信頼と協働の町づくりについて

の御質問でございますが、教育委員会としてお答えできますのは３点目の職場風土改革

に関する部分かと存じます。

職場風土改革の課題につきましては、町長答弁のとおりかと存じます。教育委員会部

局におきましても、町長部局と足並みをそろえながら研修に参加するなどし、職員の能

力向上、意識改革に努めております。

また、町長が常々言われている挨拶の励行、懇切丁寧な対応、ホウレンソウの徹底と

あわせて教育委員会事務局に掲示をしておりますきれい、親切、笑顔という非常にシン

プルな合い言葉のもと、教育行政のプロを目指して日々努力をしているところでござい

ます。以上でございます。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） ５月の１日現在で市の数が８１３、町の数が７４５、村

の数が１８３、合計１，７４１だそうです。将来消滅する可能性があるということさえ

言われますが、これは可能性とか未来予想ではなく、そうなってはいけないよというこ

とを考えなさいということです。町長、人口が減っていきます。大山町は残ってもらわ

なきゃなりません。残してもらえません。この人口減少によって町が崩れます、なくな

りますよというふうな件を、もと岩手県知事の増田さん、元総務大臣の増田さん、この

－２８－



ことにどうお考えですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。私も西山議員と同じような思いを持っております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 地方公共団体というふうに言いますね、町のことを。あ

る人は政治的公共団体とも言うんですね。そこで、やっぱり職員は公務員ですね、公務

員。この認識を持ってもらいたいですよ。時間がありませんので、大体それで私は職員

に、皆さんは専門家ですからそういうことを知ってると思いますが、私は職員の資質は

聞く力、洞察力、共感力、対話力、そして実行力、それにのむ力。言ってみれば熱意、

誠意、謙虚さを持つ職員でなければいけないと思うんですよ。町長、これが一朝一夕に

できませんか。何か一朝一夕（いっちょういちゆう）って、一朝一夕（いっちょういっ

せき）にできることじゃないでしょうかね。今の、もう一回言います。聞く力、洞察力、

共感力、対話力、実行力、のむ力。熱意、誠意、謙虚。生意気な職員もいますよ。この

視点はどうですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。たくさん述べられましたのでちょっと書きとめられてお

りませんけども、職員に限らず人間それぞれ今おっしゃいました力、潜在的なものを持

っていると思っております。そうしたものをその職場の中でいかにして発揮をしていく

かという前向きな私は姿勢、そして素直な姿勢、そういったものがさらに必要であるの

かなと思っております。そうしたものを加える中で、力が、能力が発揮できるものと思

っております。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 人とのつながりを大事にすることが大事だと思いますね、

職員はやっぱり。いつかも言いましたけど、職員は職業人であり地域人であり家庭人で

すね。ワークバランス、ワーク⋞ライフ⋞バランス、生涯の計画大事だと思います。

それから、質の高い生活をしなくてはなりません。私の村から出ておる村の職員、光

徳のほうから出ておる職員、御来屋、大山いろいろいると思いますが、村の人々とのつ

ながりを大切にしなさいということは町長は指導しておられますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 人とのつながりというお話をいただきました。町の職員は、特

に住民の方々へのサービスあるいは奉仕の精神という基本的なものを抱えている仕事で
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ありまして、まずはそれが必要でありますし、そのために先ほども言いましたようにコ

ミュニケーションの力を高めていくという努力、あるいは意識、必要であるというぐあ

いに考えているところであります。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 人口減少社会です。大山町は人口が減りつつあります。

どこも減りつつあります。そこにやっぱり豊かさは何か。大山町民の私は、大山町民の

僕はこんな豊かさを感じて大山町に住んでいてよかった。東京一極集中だけではだめだ。

山があり海があり自然豊かな町だ。こういった豊かさを私は町民全体と共有しなければ

ならないと思うんですね。

それでこれ私、不勉強ですけど、子供、子育てが大事だと思うわけですね。子供⋞子

育て推進条例というふうなものはあるんですか。つくろうとは思わないんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。急にちょっと振られましたので、そうしたものがござい

ません。そして条例化をすることがいいのかどうかということについては、また議会の

皆さんとも御相談をしたり御協議をする場面であろうと思っておりますけども、条例と

いうことで縛っていくという手法もあるわけでありますけれども、今、当面していかな

ければならないことをしっかりと一つ一つ取り組んでいくということ、それが今は必要

ではないのかなと思っているところであります。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 私なんかより町長は非常に行動力がありますし、範囲が

広いわけです。町長の勉強会というのはあるわけですか。議員は予算がついていろいろ

勉強してるんですが、町長、町村会での町村長の勉強があって、今の課題はどうだとい

うような勉強、研修会はあるんですか。以前の町長は町長室に入ると、西山君、町長も

な、勉強する会があるで、こういうことをやったよと聞きます。町村長の責任は重大で

す。議会の責任も重大です。そういう勉強会というのはあるんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。一例でございますけれども、トップセミナーというよう

なテーマの中で県のほうで主催をする防災の関係であったりとか、あるいは健康の関係

であったりとか、あるいは国のほうのレベルで研修、アカデミーのほうで主催をするテ

ーマによって私どものほう、私のほうで自主的に参加をしていくということもあります。

限られたそうしたセミナーあるいは研修の機会はありますけども、やはりそうしたこ

とと同時にたくさんの方々との出会いの中で意見交換をし、いろいろな事例を伺ったり
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するそうした先ほどおっしゃいましたような人とのつながりの中から、いろいろな新し

いものを発見をしたり取り組みを吸収したりということも必要であろうと思っておりま

して、そうしたことにも心がけているところであります。

○議員（15番 西山富三郎君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 西山富三郎君。

○議員（15番 西山富三郎君） 終わりにしたいと思いますが、町長は選択と集中と言わ

れますね。それは投資と施策の集中だと私は思っていますね。お金出すほうとその施策、

町長のおっしゃる選択と集中、投資と施策、どう関連づけますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。選択と集中が投資と施策ということでございますか。は

い。

施策を講じていく、進めていく中でどうしても予算が伴うものがあります。あるいは

そうでないものもあるわけでありますけども、いわゆる今の時代非常にどんどん時流が

変化をし流れている状況であります。そうしたことを捉えながら、今すべきこととそし

て中期的にすべきこと、あるいは先ほどおっしゃいましたように将来に向けてやってい

かなければならないこと、そうした視点を持ちながら予算を計上し、議会のほうの御理

解をいただきながら進めていくということでありますし、一つは先ほど議員のこのテー

マにもありますように、一つのことを進めていくに当たっての条例化、要綱の制定等々、

そうしたものも必要になってくると思っております。いろいろな取り組みを進めていく

中で議員の御指摘の件についても参考にさせていただき、今後に生かさせていただきた

いと思います。

○議員（15番 西山富三郎君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで西山富三郎君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） ここで休憩いたします。再開は１０時４０分といたします。休

憩します。

午前１０時３０分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

次、杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

きょうは、いつも１番に質問しようかと思うんですけど、常に２番定着したようです

ので、２番、杉谷洋一です。よろしくお願いします。

きょうは町長に２問質問したいと思います。
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まず最初に、町民の皆さんからいろいろ注目が多い町づくりについてお尋ねします。

近年、少子高齢化や核家族化が進行し、以前に比べて地域の連帯感や誇りが希薄化す

るなど社会環境が変化する中で、防犯、防災、環境、教育、福祉などの多くの分野でさ

まざまな課題が複雑多様化してきている。これらの課題を行政だけの解決を委ねるだけ

ではなく、地域住民が中心になり行政と連携して諸問題などの解決に向けて取り組むこ

とがますます重要になってきている。

町づくりは今ある町の未来の通過点であり、地域には守ってきた文化などのさまざま

な宝や将来に対する不安、課題もあり、その土地で生活してきた住民から学ぶことも重

要である。豊かな町はどこかの町にあるのではなく、本町に既に存在していると思う。

それを探し求めることが町づくりの基本であると考える。

それには行政が地域住民の中に入り込み、一緒になって探し、地域住民の支え合いに

よる相互の連帯感と自治意識の高揚を図りながら地域のことは地域で考え、解決に向け

て行動していく過程で、今、自分の地域が抱えている問題、課題は何かということを地

域と行政が一緒になって一緒に考え、地域共通の諸問題に対する課題解決に努めること

が必要である。安心して安全に暮らせ、触れ合いがあり、心豊かで誇りが持てる町を地

域と行政が一体となって推進することが求められている。そこで、町長に伺います。

１つ、１０年プランづくりを通して未来の本町の町づくりと、旧小学校区で行われて

いる町づくりについてお尋ねいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。杉谷議員より２点の質問をいただきまして、その１点目

であります町づくりについてということにお答えをさせていただきたいと思います。

１０年プランづくりを通しての未来の町づくりはということであります。

このたびの計画策定に当たりましては、策定後の運用を担保するため住民主体の町づ

くりを担う人材育成を行うとともに、これに連動するシステムをあわせて構築すること

も戦略的に盛り込んでいるところであります。

御承知のとおり、現在一般の町民の方々の皆様ということで５１名の方と若手を中心

とした役場職員２５名ということで、合計７６名の素案策定委員会を組織をして作業に

着手しているところであります。委員会では、大山町の課題や望ましい将来像について

話し合い、また計画策定後はその実現に向かって行動する人材、これを育成をして次世

代につなげるネットワークづくりにも配慮しているところであります。

５月から始まりましたこの委員会では、現在地域が抱えている課題について話し合い

を行っていただいているところであります。そして次回以降の会議におきましてはそれ

らをどう解決するか、これを議論する予定といたしております。

なお、平成２７年度には素案策定の段階で提起される町づくりのアイデアにつきまし
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ても実証実験、これを行っていく予定であります。５月から毎月１回の会の予定で、１

２月にはそうしたこの策定委員会の報告会も予定をいたしているところであります。

この取り組みのプロセスを通じて、まずは共通の興味、関心事などのつながりで形成

されたテーマ型のコミュニティー、これを育成していきたいと考えております。従来か

らありますところの集落や自治会、あるいは自主組織、老人クラブあるいは女性会、そ

ういった会の地縁型のコミュニティー、それにこうしたこれから取り組もうとしており

ますテーマ型のコミュニティー、これが加わることによって住民主体の町づくり活動が

一層活性化されるものと考えているところであります。

そして、次の段階ではこの２つのコミュニティーをどうつなげ、人がつながる仕組み

をつくっていくかということが課題になってまいります。１０年プラン素案の実証実験

はテーマ型のコミュニティーと地域型、地縁型コミュニティーの連携に配慮して行いた

いと存じます。

また、あわせて地域自主組織や町づくり地区会議などと連携も模索をし、実効が上が

る総合的なシステムにつなげていく所存であります。

なお、この素案につきましては、来年度に設置されます総合計画審議会、そこでこの

内容が調査及び審議をされ、さらに磨かれ深められることになります。このようなプロ

セスによりまして、質問にございました地域住民が中心となり行政と連携をして諸問題

などの解決に向けて取り組む体制づくりを実現してまいりたいと存じます。

次に、旧小学校区で行われております町づくり、これの質問についてでありますが、

御承知のとおり日本全体が人口減少時代に突入いたしております。大山町でも、今後集

落で役目を担う方が不足したり集落内の交流や支え合い活動ができなくなったりするな

ど、集落の活力や機能が低下していくことが懸念されるところであります。このような

事態に備えるため、町では旧小学校区単位での地域活性化策としてまちづくり地区会議

での検討や地域づくり活動の推進、さらには地域自主組織、これの設立を目指して取り

組みを進めているところであります。

まちづくり地区会議では、それぞれの地区の課題とそれを解決するための方策、これ

を住民の皆様で考えていく場であり、今後の町づくりを進めていく上で必要不可欠な組

織であると考えております。

現在、高麗地区ではかあらやま、また逢坂地区ではやらいや逢坂、これがそれぞれま

ちづくり地区会議から発展をして地域自主組織として設立されているところであります。

ほかのまちづくり地区会議の地区におかれましても、まちづくりの地区会議それぞれに

つきましても地域自主組織の設立につながるよう、引き続き支援をしてまいりたいと考

えているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。
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○議員（８番 杉谷 洋一君） 町長からいろいろ、ざっとした私も質問でしたので、ざ

っとしたようなお答えいただきました。

そこで、ちょっと内容を絞ったりしてちょっといろいろ聞いてみたい、質問してみた

いと思います。

５月に行われた町民との議員懇談会の質問、あるいはそのほかいろんなところで１０

年プランづくりの素案委員はどのような基準でどういうふうに選考されたかということ

がよく質問受けるわけなんですけど、私もそのあたりは全然わかりません。

そこで、そのことについてどういう基準でこの素案委員さんが選考されたのか、詳し

く説明していただきたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。詳しいところにつきましては担当よりお答えさせていた

だきたいと思いますが、公募いたしましたところでたしか７０数名の希望の方々があり

ました。担当課、そしてまたこの事業を進めていきますところの民間事業者であります

Ｓｕｔｕｄｉｏ－Ｌ、そうしたスタッフとの協議の中で担当レベルのほうで人選の結果

につなげていただいたというぐあいに認識しているところであります。

担当のほうから述べさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 失礼いたします。

素案策定委員会委員の選考方法ということでございます。

先ほど町長の答弁にありましたように、この委員会合計７６人でございますけども、

そのうち５１名を一般住民の方、これは全て公募でございますけども、５１名の方を選

考してお願いをしております。

この選考方法につきまして、予想以上に応募が多かったということで思っております

けども、選考につきましてはこの業務を委託しておりますＳｕｔｕｄｉｏ－Ｌのほうに

お願いをいたしました。応募をいただいた皆様には、その応募の用紙に活動しておられ

る内容あるいはこれに応募されてどういうことをしたいかというようなことを記載して

いただいております。そういったこと、あるいは活動しておられる、あるいはお仕事、

そういうようなことを参考に選考されたということですけども、選考理由として主な柱

３点をＳｕｔｕｄｉｏ－Ｌさんのほうの考えとして伺っております。これは幅広い年代

の方を参加していただくということを考慮しながら、特に次代を担う若者を中心とした

メンバーを、で構成したいということが１点でございました。２点目には、若者でも異

業種間の交流も促せるようにしたいということで、職種のバランスにも配慮したという

ことです。それと、従来町づくりのことにかかわるような機会がなかった方、そういっ

た方についてもあえてこの際にこのステージに上げたいということでございました。以
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上、３点であるというふうに聞いております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） そうすると全てＳｕｔｕｄｉｏ－Ｌさんにお任せという

ことで、私はこれはどうかなというふうにある面思うわけです。というのが、やっぱり

地域は地域でなくちゃわからん事情もあるわけでして、そのあたり例えば中山地区、名

和地区、大山地区それぞれにやっぱり合併していろんな３町のそれぞれの考え方も若干

は違うわけでして、それあたりも織り込んで選考されたらよかったなというふうに思う。

だからある程度は町のほうもそのことも十分考慮せよということを発せられたらよかっ

たでないかなというふうにあるわけです。

そこで、じゃ名和、中山、大山の比率ちゅうのはどういうことになってるんですか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） お答えいたします。

実は、名和、中山、大山ということの数字は特に持っておりませんで、町内、町外と

いうようなことでは町内が４１、町外が１０ということでございました。町外と言うと

語弊が、誤解があるといけませんけども、内容としては町内の町づくり団体で活動して

おられる、あるいは大山町の出身者である方、あるいは大山町に勤務しておられる方、

そういった方が入っておられるということで、名和、大山、中山ということでは特に考

えてなかったと思いますけども、平均的にどこの地区も入っておられるというふうに思

っております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 何ぼかは入っておられると思うですけどね、やっぱりそ

れぐらいのことはある程度考えてもらわんと、やはり例えばこの地区会議なんか一生懸

命やっておられる。私は中山なんか一生懸命で、まぶちというところは一生懸命やって

おられて、それは当然人が多くなるのは当然だと思うんですけど、じゃちょっとこのご

ろそういう町の関心度が少ないから少なくてもいいやというのではどうかなというふう

に思いまして、そのあたりも今後はただそういう人が素案づくりでつくられたのをまた

地域の皆さんなんかでいろいろそれを見ながら検討する、皆さんの意見を聞く場があろ

うかというふうに思うわけなんです。そういう場で、しっかりその地域の人からもいろ

んな意見をしっかり聞いていただきたいなというふうに思います。

これは作文を書いて、余りこれまで、中にはこれまであんまり役場のほうにはあんま
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りがいに私は文句言い過ぎとったけん落とされたわいやというやな人も、これは定かで

ないですけどおられますので、あんまり一生懸命になって、そういうことはないと思い

ますのでそれは別にあれなんですけど。

そこでですね、この私は若い人がこのプランづくりに参加されるというのは非常にま

た私はいいことだと思います。年とった人が今からああだこうだか言うより、若い人が

将来大山町を担っていく人が大山町の計画をつくるいうことは、私はこれはすばらしい

ことだというふうに理解はしているわけで、そこで会社員あるいは農業者、あるいは年

齢構成、男女の比率というようなところはですね、数字が上がっておりましたら御提示

お願いいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当のほうより答えさせていただきたいと思いますけども、こ

のたびたくさんの方々に応募いただいて、どうしてもそのメンバーの中から外れてしま

ったという方についてのまた思いはいろいろあろうと思いますけども、その当人さんが

どのような活動をされてということについては、逆にＳｕｔｕｄｉｏ－Ｌさん自身も十

分に把握はされてはおられないのではないかなと思ったりはします。いろいろな年齢構

成であったりとか、いろんなこの今後特に実動という場面の中で、実践という場面の中

で捉えていく中での配慮であったりとか、考慮する中での結果の人選であったというふ

うに思っておりますので、応募されました方については本当に熱意を持って応募いただ

いておるところでありますので、今後また社会実験であったりとかいろいろな町づくり

のこれからスタートするわけでありますので、いろいろな場面でお力をいただきたいな

というぐあいに思うところであります。

担当のほうから答えさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 失礼いたします。

まず、年齢ということですけども、年代別にいいますと１０代３人、２０代１２人、

３０代２２人、４０代９人、５０代２人、６０代２人、７０代お１人ということで５１

名でございます。

男女の構成ですけども、男性３５名、女性１６名ということであります。

それと職業等ですけど、職業であったり所属の団体ということで登録をしておられる

わけですけども、農業をやっておられる方、漁業をやっておられる方、それから芸術活

動をやっておられる方、あるいはまちづくり地区会議の委員さんとしてこれに参画をさ

れておる方もあります。あと、町内のいろいろな事業所、具体的にはちょっとあれです

けども町内の事業所、あるいは大山ツーリズムの関係で活動しておられる方、それから

町内でいろんな町づくり活動をしておられる築き会のメンバーもおられます。あるいは
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広告代理業の方とか多様です、はい。以上でございます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） その１０代の方には、ちょっと１０代の方はどんな人で

すか、学生ですか、それとも仕事を持っておられる人か、まずそれをちょっとお聞きし

たいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 高専の生徒さんであります。町内の出身の方であります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） ええとですね、確かに若い人がたくさんおられて、また

１０代の方もおられて、本当に一生懸命ですね、この大山町を語って未来を描いてもら

って、非常にいいことだないかなというふうに思うわけです。

そこで、その地区会議のですね、各小学校区に公民館単位であるわけなんですけど、

そういう人の参加は、あるいは最初からこういう１０年プランに応募ちゅうのはどうだ

ったですか、その状況を教えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） お答えいたします。

今回の応募に当たっては、広くその気持ちがある方に応募していただくという形で行

っております。特に条件的なものをつけておらないところでございます。

失礼いたしました。まちづくり地区会議の関係では、３名か４名の方がこの委員会の

中に入っておられます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） そういう方もですね、いろんな地域の情報というか、い

ろんな考えを持っておられますので、いろんな機会を捉えてオープン参加ちゅうか、オ

ブザーバーでもいろんな形でできるだけ参画してもらう、そういう場もつくっていただ

きたいなというふうに思います。

そこで、このこれ以外のいろんなことで素案をつくって、来年はその実験、実証実験

も行うということがあるわけなんですけど、これができ上がった時点でまず審議会にか

けるとかなんとかいう前に、住民の声を聞く場あるいは高齢者がもう少なかった。ただ

－３７－



若い人だけ中心で物をつくればええわいというのでなくして、やっぱりこの大山町にも

若い人から年寄りそれぞれが生活しておる。どっちかといやあ、今、年寄りの年齢、年

代も非常に大きいわけですので、そのあたりの声を聞く場というのを、今後そういう場

はどのように考えておられるかお答え願います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。後のほうから担当のほうからも少し補足をさせていただ

きますが、先ほど申し述べましたように毎月１回のパターンでこの素案策定委員会開催

をしていただいております。非常に私も２回、５月、６月とずっと傍聴という形で見て

おりますけども、本当に参加をしていただいた方々、熱い思いを持っていろいろな意見

交換をしながら、さまざまなテーマに向けて取り組みをしていただいております。

今、若い方が多いからと、年齢の高齢者の方が少ないからというようなお話も少しあ

りましたけども、逆に若い方が今抱えております少子化あるいは高齢化という視点にお

いてのいろいろな考え方、あるいは提案、取り組みをしていただくことによって、みず

から動きを始めるということにもつながっていくわけでありまして、特に町づくりを進

めている、いく過程の中ではなかなか若い方の参加、あるいはそういった視点、声が出

てこない、出てこなかったというのがこれまでの経過であります。逆にこのたびこうし

て取り組みを進めることによって、本当に若い方々の熱意ある方々の参加があり、これ

からそのいろいろなテーマに向けての内容が詰まっていきます。そしてそれをつくり上

げていく報告会として、１２月にそれぞれの報告、テーマの中で検討してきた案を報告

をする会を設けるように設定がなされております。一つは、その場面に町民の皆さんに

たくさんの方々に参集していただいていろいろな提案を、あるいは話し合った結果を聞

いてもらって、またそこから先ほど議員おっしゃいますように意見交換、いろいろな話

し合いができたらなというぐあいに思うところであります。

冒頭から申し上げておりますように、この会はプランをつくるということだけが目的

ではありません。それを進めることによって、実動していく、実践をしていくというも

のをあわせて進めていくということ。そして将来担っていただく方々の人材育成、ある

いは組織づくり、それがもう一つ抱えているテーマでもありますので、若い方に本当に

存分に意見を出していただいたりつくり上げていただいて、一緒に汗をかいていただく

体制を整えていきたいというぐあいに思っております。

足らないところは、少し担当のほうから答えさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 失礼いたします。

この素案の公表につきましては、先ほど町長答弁にあったとおりでございますが、こ

の素案策定委員会の様子につきましては、回ごとにこのような未来づくり１０年プラン
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だよりというものを、これは印刷してありますけども、ホームページのほうでその都度

公開して皆さんにも見ていただけるようなふうにはしております。広報だいせんのほう

でも１回目の様子を、スペースが限られますので、あちらのほうでは十分書きませんけ

ども、進行状況についてはお伝えをこれからもしていきたいというふうに思っておりま

す。

現在の素案策定につきましては、初めの町長の答弁にもありましたようにテーマ型の

コミュニティー、同じ関心あるいは課題を共有する方々のコミュニティー、これをこの

素案策定の作業の中で形成していきたいということで、次の段階としては来年度、総合

計画の審議会のほうがございます。そちらのほうでは当然に各種団体の方々、地縁型の

コミュニティーの方が多くなると思いますけども、そういったような方々の審議会のほ

うでさらに磨きをかけていただくということであります。

それとその間におきましても、来年度予定をしております実証実験につきましては地

域のいろいろな関係の方々と連携をしながら実証試験をしていくということになります

ので、そういった中でも当然意見交換なり、あるいは実施に当たっての協力、連携、そ

ういうことを行っていくということになります。地域の方と一緒になってつくっていく

というプロセスを考えております。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 町長も１２月にはいろんな各層の人に集まってもらって、

皆さんの御意見を広く聞いていくというお話もありました。そういうホームページとか

そういうところでしっかり現状はどうなのかということを住民にアナウンスしていただ

いて、やっぱり住民もわかってないことじゃなくて、やっぱりその都度そのいろんな関

心を持って１２月にそういう参集の場というのをしっかりしたところをつくっていただ

いて、たくさんの皆さんに出ていただいて、そういう中で本当に町民誰もでこういう問

題を、こういう町づくりをやっていくということをぜひ実現していきていただきたいな

というふうに私は思います。

そういうコミュニティーとかいろいろありましたけども、例えば私が智頭町あたり１

００人委員会というようなものがあって、このＳｕｔｕｄｉｏ－Ｌではなかったんです

けど、観光あるいは教育だことの、そういういろんなジャンルの中でワークショップを

つくって、この問題はこのグループが担当で物を考えつくっていくというやな、そうい

うようなこの会の進め方ちゅうのはどうでしょうか。あるんでしょうかないでしょうか。

ただ単にみんながわあわあわあわあ意見の言いっ放しということなのでしょうか、お尋

ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。進めております手法につきまして、担当のほうから答え
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させていただきたいと思いますが、ぜひとも会場が、私もそうですけども、委員会のメ

ンバーが集っていろいろな活発に取り組みを進めている状況が傍聴できますので、参加

をしていただけたらというぐあいに思うところであります。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 失礼いたします。

テーマを絞って進めるのかということでございます。既に初めからこの、その作成委

員会、ワークショップの形で進めております。大変人数が多いですので、当初１０ぐら

いのグループに分けてその現在の、今のところは町の課題ですとかそれに対する解決策

などをその都度まとめておるところでございます。

６月にありました２回目のワークショップの中で少しアンケートをとりまして、自分

が最も関心のある分野を選んでいただくというようなことを少し作業に入っております。

現時点で５つのテーマを想定しております。めぐみづくり、しごとづくり、なかまづ

くり、くらしづくり、ひとづくりという５つであります。今後はそのテーマに分かれて

ワークショップを行っていくということです。

ただ、１回テーマを決めたらもう変わらないということでなしに、また進行状況によ

って、あるいは興味が、関心が変わってくれば変更も可能ということでありますけども、

３回目以降はそういったテーマごとの作業ということになるということであります。以

上です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） この町づくりですね、町民の若い皆さんが参画してくだ

さって、この前も大山チャンネル見ておったらすばらしいことです。インタビューに応

えておられまして、私も町民をそういう行政、大山町の行政ですね、若い人にしっかり

頑張っていただきたい。期待しておるところなんですけど、町長はせっかくこういうふ

うに若い人がですね、本当に参画してくださった。これを今後町政の、町の場でどうい

うふうにその皆さんを生かそうとしておられるのか。そのことを聞きたいし、それから

もう一つはこの町民の皆さんが、ここに参画してくださった皆さんが地区のほうに、今

度は公民館単位のほうに帰っていただいた地区の町づくりのほうにどのように関与して

もらえるのか、その辺の期待というのは町長はどのように考えておられるのかお聞きい

たします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど戸野課長のほうからも、５つのテーマでこのワークショ

ップを進めていくということであります。５つのテーマは、それぞれ町が抱えている課

題でもあります。その課題に向けて、若い方も含めてメンバーがいろいろな議論をしな
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がら課題を出し、あるいはそれを解決していく方向性を出しやれるそのアクションとい

うことについても取り組んでいくということであります。

先ほど述べましたように、この会はプランをつくってああよかったなという会ではあ

りません。その提案をしていただいた、あるいは課題解決に向けて取り組む案件、それ

は来年に向けて社会実験という形の中でできるところからスタートします。もちろんそ

の行動、アクションを起こすということを実践につなげるということの中から、今かか

わっていただいている方々が必ずやそれぞれがかかわっていただくということになろう

と思っております。そこの段階で、やはり町づくりの中に若いエネルギーが加わってい

くということにもなりますし、若いだけでなくて年配の方々も加わっていただいており

ます。それぞれが経験豊富な方々もありますし、先ほどありましたように地域の地区会

議等々でも活動していただいている方もあります。取り組んでいきましたこの出てきま

す課題をいよいよ実践をしていくということにおいて、今の委員の皆さんに実践の中核

というかかわりの中でかかわっていただきながら、さらには地域隅々まで入り込んで、

自主組織もあるでしょうし、まちづくり地区会議もあるでしょうし、あるいは女性の会

もあるでしょうし、あるいは子育てのサークルの会もあるでしょうし、あるいは農業の

会もあるでしょう。あるいは水産業の漁業の関係もあるでしょう。いろいろな分野で入

り込んでいって、ともに町づくりを進めていくということにつなげていかなければなり

ませんし、そういった取り組みが今進みつつあるということであります。

どうぞ今限られたメンバーでこの策定委員の皆さんに取り組みをしていただいている

ところでありますけれども、出てきた課題あるいは取り組みは町民の皆さんにすべから

くかかわっていただいたり、一緒に汗をかいてこの町づくりをしていこうやという取り

組みの今現在進行形の段階でありますので御理解を願いたいと思いますし、関心を持っ

ていただきたいと思います。来年、再来年に向けてのいろいろなアクションも一緒にな

ってお願いいたしたいというぐあいに思うところであります。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） ええとですね、２問目の地域、地区会議ということもた

くさんちょっと考えてきましたけど、時間がありませんので。

この町づくりというのはですね、きょうで終わり、来年で終わりというものでなくし

てですね、未来永劫いつまでも続く課題、問題だというふうに思っておりますので、こ

の次の小学校区での地域地区会議につきましてのまた町づくりはですね、次回、パート

２ということで質問をさせていただきたいと思います。

そこで、次の２問目の質問に移らせていただきます。高齢者の健康づくりということ

で、２問目を質問いたします。

我が国では高齢化社会が急速に進み、現在高齢者が国民の４分の１と言われ、２０年

後には３人に１人となると予想されております。本格的な高齢化社会を迎え、高齢者が
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日常的な介護に頼ることなく、心身ともに自立し健康で長生きしてよかったと実感でき

る健康寿命の延伸を築き上げていくためには、就業所得、健康、福祉、学習、社会参加、

生活環境などにかかわる高齢化社会にふさわしい社会システム構築が必要かと思われま

す。

これまでは医療技術の急速な進歩などにいかに長く生きられるかの平均寿命を延ばす

ことを目標としてきましたが、反面、生活習慣病などが増加してきております。健康で

自立して暮らすためには、健康状況チェック、生きがいづくり、外出、運動、食生活に

関する生活の質を重視するなど、生活習慣病対策の取り組みも重要となってくると考え

ます。

また、社会参加意欲の促進施策などにより行動範囲が広がり、多くの人との出会いの

機会で喜びや感動などの刺激を受け、生涯を通じて健康で生きがいを持ちながら健康寿

命の延伸を実現することが求められております。

健康寿命の延伸に関するさまざまな取り組み強化することにより、高齢者が元気で自

立し人生に意義と価値を持ちながら生き生きと充実した楽しい生活ができ、また行政に

とっても医療⋞介護費の軽減により財政の健全化にもつながると考えます。

そこで、町長に伺います。

本町の高齢者向けの予防医療対策はどうなっておりますでしょうか。また、本町の高

齢者向けの健康対策はということ、２問質問いたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。２点目の質問であります高齢者の健康づくりということ

につきましてお答えをさせていただきます。

高齢者の方々を初め町民の皆様が、この町でこの地域で暮らしてよかったと思ってい

ただく。そのことが町づくりの柱であると存じております。そのためには、杉谷議員御

質問の中で述べておられますように就業により所得が確保されること、住みやすい生活

環境があること、学習、交流による社会参加の機会があること、そして健康で自立した

生活が営めることなど満たされることが必要かと思います。

特に健康で自立した生活を営むためには、よい生活習慣、定期的な健診が欠かせない

ものと認識いたしております。よい生活習慣とは、バランスのとれた食生活、自分に合

った運動の継続、適切な休養をとることであり、また定期的に健診を受けることによる

体の状態を把握をし、万が一異常があった場合でも早期発見、早期治療で最小限の負担

に抑えることができます。この両輪が相まって、健康な体をつくり出せるものと考える

ところであります。そして、健康的な体を土台として積極的な交流を重ねることでいつ

までも若さを保ち、結果、健康寿命を延ばすことにもつながるものと確信いたしている

ところであります。
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本町では、よい生活習慣の普及啓発と健診の実施、学習と交流の機会の提供により町

民の皆様の健康寿命の延伸を側面から支えているところであります。

御質問にございます１点目の本町の高齢者向けの予防医療対策についてでありますが、

健診と予防接種が主なものとなります。健診は６５歳から７４歳までの方は健康診査を

集団か個別を選んで受診をしていただいております。がん検診につきましては主に集団

で実施いたしており、そのほか国民健康保険の方は人間ドックで総合的な健診を受けて

いただくことができます。

平成２３年度からは脳疾患の早期発見の機会として脳ドックを実施しており、５０歳

から７０歳までの５歳で刻んだ年齢の方を対象として受診していただいているところで

あります。また、７５歳以上の方には集団及び個別での健康診査の機会を設けていると

ころであります。

さらに、病気の悪化の防止、再発防止の観点から、大山口診療所におきまして通所リ

ハビリテーション及び訪問リハビリテーションを実施いたしております。

予防接種は、肺炎及びインフルエンザの予防として７５歳になられた方へ肺炎球菌予

防接種を、また６５歳以上の方全員にインフルエンザ予防接種の費用を助成することに

より、少ない負担で予防接種を受けていただいているところであります。

２点目の本町の高齢者向けの健康対策ということについてでありますが、実施いたし

ておるものは健康力アップ運動の教室、健康づくりの講演会あるいは脱メタボ健康塾、

また食生活改善研修や介護予防としての元気アップ教室、水中運動教室や水中ウオーキ

ングの教室、また３Ｂ体操あるいは生きがい活動支援事業など、運動機能面あるいは認

知症予防の観点から事業を実施いたしておりますし、町の社会福祉協議会とも連携をし

て事業を進めております。また、老人クラブ、高齢者の組織の活動、これも大切な健康

づくりと存じております。

いずれにいたしましても、若いときから健康づくりの習慣化が大切であり、今後も全

ての町民の方々に向けた健康づくりの啓発や事業、これを実施してまいりたいと存じま

す。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 人間ドックのことについてお聞きいたします。

ことしは人間ドックの受診率はどうだったでしょうか。受診者の中には、ことしは自

分は応募したんだけども、受診を希望したんだけども抽せんで落ちてしまったというや

な声を聞くわけなんですけど、その状況をまずお尋ねいたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当よりお答えをさせていただきます。
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○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） お答えいたします。

本年度の人間ドック申し込みは、１，０７４名の方に申し込んでいただきました。う

ち７５０人を定員としておりますので、約７割の方に人間ドックを受けていただきまし

た。以上です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。

○議員（８番 杉谷 洋一君） ええとですね、その約３００人ぐらいの人が漏れたとい

うことがあるわけなんですけども、これはですね、私は受診者ですね、たくさんの人に

もうちょっと受けていただきたいなというふうに思うわけでして、ただそうしたら今度

は予算の面が問題になってこようかと思います。これを個人負担を上げてですね、今１

万円でしょう、これを上げてそういうたくさんの人に受診していただいたらなというふ

うには思うわけですけど、今、これはたしか４万ちょっとが人間ドックの費用だと思う

んです。今、それを１万円で個人負担です。これを受診できます。３万は国保税の中で

あるわけなんですね。ですから、その国保税も大変だと思います。これもですね、私も

以前職場へ勤めとったら４万円あったら２万円が個人負担でも、それでも希望者はしっ

かり多かったですよ。ということで、そのあたりのことは受診者増に伴ってですね、個

人負担をふやしてでも、本当に１，０００人ぐらいの皆さんをですね、これ受診させて

あげるということはどうなんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 後ほど担当のほうからもお答えさせていただきたいと思います

けれども、人間ドックにつきましてはことしから上限の人数の制限ということをさせて

いただきました。予算の関係ということもありますけれども、受けていただく病院のほ

うの体制のこともございます。

そしてもう一つは、これまでどんどん、どんどんといいますか推進をした経過があり

ますけれども、受診をしていただいて、その受診をしていただいた結果を個々それぞれ

がそれぞれの思いで対応はしておられると思いますけれども、私ども行政のほうでのい

わゆるフォロー、これがまだまだ十分にできていない状況もあったということでありま

す。人数を制限をさせていただくということによりまして、人間ドックから出てきたそ

の状況、レッドの場合もあるかもしれません、あるいはイエローの場合もあるかもしれ

ません。そうした状況を担当のほうで、保健師のほうで把握をしながら、必要な方には

必要な指導をさせていただくということを力を入れていこうということを、まずこのた

びの考え方として進めたところであります。たくさんの方々に人間ドックを受けていた

だいて、受けて数字が出てきて、ああよかったということで終わってはならない。やは
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りそこにはいろいろな数値が、イエローの数値が出てきたりレッドの数値が出てきたり

していると思いますけども、その後のフォローを我々のほうでもしっかりとフォローし

ていくということの取り組みを重点にしていきたいということであります。

それは国保のときにもお話をさせていただきましたけども、県内でも大山町の国保の

関係の医療費は平均よりも高いところにあります。あるいは高額医療の予備軍になられ

る方の水準、数値も平均よりも高いところにある状況があります。

したがいまして、そうした方々への指導や健康への啓発、これをしっかりとやってい

こうということでの取り組みをこのスタートにさせていただいておりますし、もう１点、

このたび３００名の方が漏れられたということでありますけれども、来年に向けてはそ

の方を最優先としてまず受けていただくような形への配慮をしていくということで、毎

年の受検ということにならん方もあろうと思いますけども、１年置きであったりとかと

いう形でのフォローはできていくものというぐあいに思っておるところでありますので、

その点について御理解を願いたいと思います。

少しだけ担当のほうからフォローをさせていただきます。

○保健課長（後藤 英紀君） 議長、保健課長。

○議長（野口 俊明君） 後藤保健課長。

○保健課長（後藤 英紀君） 人間ドックの受診につきまして、補足させて説明をさせて

いただきますが、まず人間ドックにつきましては町の場合は集団健診、そして個別健診、

人間ドックという３種類の健診を設けております。集団健診につきましては、町がその

健診の結果をもとにいたしまして健康管理を、あるいは指導につきまして、それが町の

ほうに健診結果をいただいてから健診され、受診された方にお返しをしているというこ

とで、健診に、健康管理、町民の方の健康管理を指導、そして相談を受ける体制ができ

ております。

人間ドックにつきましては、現在のシステム上医療機関と受診者の方の中で完結をし

てしまいがちになっておりまして、町のほうではその健診結果は約１カ月以上遅く届く

ようなことになっておりまして、いわゆる健診の結果をタイムリーに受診者の方にお返

しすることが今は困難な状況になっております。

したがいまして、先ほど町長も申しましたとおり健診の結果を有効に使いまして、特

に悪い方につきましては町のほうも指導を強めてまいりたいと思っております。そうい

ったことから、人間ドックにつきましては現在８５８名、平成２５年度は、の方が受け

ていただきましたけども、そういった方全て健診結果を有効に利用して、特に健診結果

が悪い方への指導というのが十分にできていない状況でありますので、今回定員に制限

を設けさせていただいたところでございまして、一層の健診指導、そして相談体制を強

めていきたいというふうに考えております。以上です。

○議員（８番 杉谷 洋一君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。
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○議員（８番 杉谷 洋一君） ええとですね、先ほど町長のほうからもありましたけど

ね、漏れられた方は来年度優先的に受診してもらうという、そういうことでよろしくお

願いしたいと思いますし、その結果について、ああよかった、終わった終わった、こと

しもよかった、まあそこそこお医者さんにも怒られてよかったで終わりじゃなくして、

やっぱり町のほうもですね、それが後になってもいいからやっぱりその指導、受けられ

てことしはここの結果が余りよくありませんでしたと。来年はもうちょっと食生活、何

なりいろいろ考えた生活を送ってくださいよという指導をですね、いろんな、タイムリ

ーだなくてもですね、指導を行っていただきたいなというふうに思います。

そこで、これは後期高齢というのはですね、国民保険、これとはちょっと違うんです

けど、７５歳以上の人間ドックについてお伺いいたします。

大山町、大山地区でもよう高齢者と懇談会をすると、ことしも今月の１５日にやるわ

けなんですが、必ずこの問題が出てきます。７５になったら、もうそろそろリタイアし

て終わりかいや、もっと若い人も大事かもわからんけど、我々一生懸命やってきたもん

にも何とかしっかりやってごさんかいやというやな声があります。その後期高齢の場合

はですね、そのシステムが違うわけなんですけど、米子市やあるいは日吉津村あたりは

人間制限を行って１００人ぐらいは人間ドックをやっておるようですけど、本町はです

ね、これは米子市が１００人だったり日吉津が１００人ちゅうのは多いだけど、５０人

ぐらいでもこういう枠、後期高齢だけの枠組みの中でこのお考えはどうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 人間ドックの考え方については、先ほどいろいろと述べさせて

いただいたというところであります。

新たに７５歳以上の方にも対象を広げてはどうかという御提案なのかなと思っており

ますけども、人間ドックと先ほども担当のほうからも述べましたように、人間ドックと

いうことではなくて集団健診、これも並行して行っておるところでありますので、人間

ドックをずっと続けてこられたりという経過の中はあろうと思いますけども、今の段階

ではさらに７５歳以上の枠を超えてということには、先ほどの漏れられた方々のことも

あったりするわけでありまして、なかなか考えにくいのかなと思っております。できる

だけ集団健診等々を行っておりますので、そちらのほうに精力的に出席をしていただい

て、数値の確認や取り組みを継続していただけたらというぐあいに思うところでありま

す。

本当に一人一人の健康は自分自身の健康だけではなくて、家族にもかかわっていく大

切な大切なところでありますので、皆さん本当にこの健康づくりということについてさ

らなる関心を持っていただいて、お願いを申し上げたいというぐあいに思います。

○議員（８番 杉谷 洋一君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君。
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○議員（８番 杉谷 洋一君） あと時間が少なくなってきたので、ちょっと取り急ぎで

ございます。

私、人間ドックにこだわるのは、やっぱり人間ドックというのは一般健診と違って目

の検査して動脈硬化がわかったり、あるいは腹部エコーで肝臓や腎臓の状態がわかった

り、あるいは痴呆検査とかあるわけでして、去年までは７４歳までよかったんだけど、

７５歳になったらこれが終わってしまって非常に健康に不安感を持つというような声も

あるわけですので、できるならそういうことも考えながらいろいろ対応していただきた

いなというふうに思います。

それでですね、もう最後になりましたけど、健康寿命の延伸ということでですね、こ

れを最後にしたいと思います。

健康寿命延伸というのは、これは本当にそれぞれの全国いろんなところで行っておら

れます。本町の取り組みは、このような取り組みはどのようにされておるのか。また、

各集落での高齢者に対する保健師さんによるいろいろな健康相談とか、そういう健康延

伸につけて数値をつくって、これぐらい延ばそうとかいうような考えはございませんで

しょうか。

とあわせてですね、最後ですね、健康教室といっても保健課もありますし介護福祉課

もあります。企画、教育委員会もいろんなことを行っておられます。これ横断的に一つ

になって、いろいろこれをやったほうがそれぞれがするよりもっと効率のいい健康延伸

が図れるんではないかなというふうに思います。最後にこれを質問して、終わりにした

いと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田増範君。時間が１分ほどしかありません。よろしくお願い

いたします。簡単に。

○町長（森田 増範君） 健康寿命延伸というテーマでありますけども、先ほどから話し

しておりますように一つは数値として把握をするという健診……（「マイクのスイッチ

入ってない」と呼ぶ者あり）先ほど述べましたように、数値としての把握をするという

意味合いでの健診、人間ドックを含めてですけど、これを数値として把握する中での予

防、自分の健康のバロメーターをチェックするということでありましたけれども、やは

り一番大切なのは食生活、これをしっかりとバランスよくとってもらうということ。そ

して既にもう取り組みをずっと進めております、現在もそうですけども、やはり減塩と

いうテーマの中でしっかりと食生活に関心を持っていただくということと同時に、適度

なやはり運動、汗をかくということ、この食生活と運動というものが全ての基本である

と思っております。その上で、自分の健康のバロメーターとして数値を健診の数値とし

て見ていくということであろうと思っております。

皆さんのこの健康に対する思いは非常にたくさんあるわけですけども、なかなか食生

活であったり健康という運動に一歩踏み出すということがなかなかできない場面もあり

－４７－



ますので、町民の皆さん本当に総参加でこの健康づくりに取り組みをしていけたらと、

していただきたいと思いますし、そのための啓発活動や取り組みを町としてもしっかり

とやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

○議員（８番 杉谷 洋一君） これで終わります。

○議長（野口 俊明君） 杉谷洋一君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） もう昼までの時間が少ないようですが、本日の日程の関係上、

岩井美保子君の質問と、そしてその答弁だけはこの午前中にやってしまいたいと思いま

す。あとの追及につきましては、午後の再開からお願いしたいと思います。

次、１３番、岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。それでは２項目の質問を出しておりますが、まず

１項目め、名和マラソンフェスタについてお伺いいたします。

５月１８日、晴天のもと盛大に行われたマラソンフェスタは、参加者が全国に広がり

を見せています。旧名和町時代からの事業で、名前がですね、名称が少々変わったりし

てきておりますが、今後の見通しなどを伺いたいと思います。

１、招待選手の意義は。２、今までの招待選手で完走された選手は。３、この事業で

のメリットとデメリットはいかがでしょうかということをお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの岩井議員さんの名和マラソンフェスタ

について問うの３点の御質問にお答えをいたします。

まず、１点目の招待選手の意義はという御質問ですが、マラソンフェスタの招待選手

には過去に国内外の大会で好成績をおさめるなど活躍をされた実績のある選手、または

現に御活躍中の選手をお呼びいたしております。これは大会に参加をされる選手の方々

が、過去にトップランナーとして活躍された選手と一緒に走るというそのことにより大

会参加を記念し、もって大会の趣旨である健康増進を図り、参加者相互の親睦を図ると

いうことの一助としていただくとともに、実質的に大会参加を促すことを目的といたし

ております。このほか表彰式などでのお手伝いも含めまして、大会全体を盛り上げてい

ただく存在にもなっていただけるというふうに考えております。

２点目の今までの招待選手で完走された選手はということについてですが、今回を含

め全２１回の大会のうちに選手個人を招待選手とした大会が１９回、日本生命などのチ

ームを招待選手とした大会が２回となっております。このうち、ハーフマラソンコース

を完走されなかったケースは計６回ございます。そのうち５回は当初よりコースの一部

分を走行いただくという計画だったものでございますし、そして今回は体調不良、足を

痛められたということですが、そのために途中で走行が棄権された、継続されなかった

というものでございます。言いかえますと、そのほかの１５回の大会の招待選手は全て
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ハーフマラソンコースを完走いただいた選手ばかりということになります。

招待選手の中には、既に現役を退き後進の指導に当たっておられます方や、またマラ

ソン以外の事業で御活躍中の方を御招待することもございます。そのような方の場合に

は事前に走行箇所というものを協議して、コースの一部のみ走行いただいたり、ほかの

さまざまな部門に御参加をいただくというような対応をとらせていただいております。

３点目のこの事業でのメリットとデメリットはについてでございますが、この大会の

前身の名和さくらハーフマラソンは、ちょうど２０年前、旧名和町の町制施行４０周年

と総合運動公園完成記念イベントとして立ち上げられ、当初より県西部初の全天候型陸

上競技場を活用した地域おこしを目的として開催されたというふうに聞いております。

このことからも、メリットといたしましてはこの比較的レベルの高い大会に身近に参加

できる機会というものを提供することによりスポーツによる健康な地域づくりが推進で

きること、全天候型陸上競技場をアピールできる機会になっていくこと、また陸上競技

全般の活性化につながっていること、そして町外の方に風光明媚な大山町を知っていた

だけるそういう機会となること、また町内各福祉施設や大山めぐみの里などの参加賞と

か副賞としての町の特産物の購入など、経済的な効果があることなどが上げられます。

このほかにも、沿道の住民の皆さんの声援や今年度は特に米子松蔭高校野球部の若いた

くさんの皆さんのお手伝いなど、地域に活力を与えるとともにおもてなしの心を育むい

い機会になっているということも上げられると思います。

一方、デメリットといたしましては、事前準備や当日の運営、片づけなどに沿道住民

の皆さんを初め数多くの方々にお世話にならざるを得ないということ。また、町からも

多額の助成をいただいているということ。そして非常に長いコースなんですが、そのコ

ース沿いの草刈りなどの清掃作業が必要なこと。そして地元はもとより全国各地からの

個別のさまざまな問い合わせ、また参加案内の発送、申請、参加の申請とか参加料の受

理など事務的にもたくさんの量がありますが、その大きな労力を要するイベントである

ということなどが上げられると思います。

岩井議員さんにはいつも大会においでいただき、参加の選手を激励していただいたり、

また会場盛り上げにも一役を買っていただきありがとうございます。今後とも御指導よ

ろしくお願いいたします。以上でございます。

○議長（野口 俊明君） まだ時間がありますが、ここで岩井議員の一般質問は残りは午

後の１時からの再開からにいたします。

ここで休憩いたします。再開は午後１時といたします。休憩します。

午前１１時５０分休憩

午後 １時００分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

午前中に続き岩井美保子君の一般質問を再開いたします。
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これから、答弁まで終わりましたので、これから質疑に入ります。

○議員（13番 岩井美保子君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。午前中に答弁をいただいておりました。

教育委員長がおっしゃられるとおり、このマラソンはちょうど２０年前に旧名和町の

町制施行４０周年のイベントとして立ち上げられたということでございます。その当時

には、ゲストとしてですね、メキシコ五輪銀メダリスト、君原健二さんを招待選手とし

てお迎えしたのであります。その当時の町の予算は５７億９，０００万円でした。ここ

にその当時の議会だよりを私、持ってきております。そしてですね、君原選手はネーム

がここに君原として書いてありまして、ゴールもちゃんとしておられます。物すごく町

民の皆さんは沸き上がりですね、このマラソンに期待をかけてきたところであります。

それが徐々にですね、このたびは、その当時は、名和町時代のその当時の発足には６

００人の選手方、参加者でございましたが、今回は違いましてですね、１，６００人と

いう大がかりな人数でございました。それでずっと私もかかわってきて見ておりますの

に、町外、県外からたくさんの選手はいらっしゃるんですけれども、それに反比例して

町民は今現在冷めてしまっておるということを感じてきております。それはどうしてか

といいますと、やはり招待選手の方がきちんと最後までゴールをしてくださらないとい

うような感じを受けております。といいますのは、沿道でせっかく皆さんが出て応援し

てくださっているのに、今回は招待選手はどなたでしたか、男性でしたか女性でしたか

全然わかりませんでしたねという声をたくさん聞いております。ですからやはり招待選

手を迎えるのでしたら、完走していただきたいなという思いがしております。

それでですね、１番と２番のことになりますが、私の質問でですよ、今までで招待選

手で完走された選手はということでですね、答弁をいただいたんですが、このたびのハ

ーフマラソン、この冊子の中にですね、ちゃんと１３年から、平成１３年から栄光の軌

跡ということで招待選手と１位になられた方々のお名前がずっと上げてありますね、昨

年までの。今年はまだこれからですのであれですが、本当に１０何回ここに上げてあり

ます中でですね、先ほども御答弁いただいた中で６人の方が完走はできなかったという

ことなんですが、町民が応援していますのに選手の顔が見えなかったということは、こ

のネームといいますか、それがわかりにくくてわからなかったのか、それとも全然目立

たなくって側の選手の方が目立ったのか。今ごろは、パフォーマンスですごい格好で走

られる選手の方もいらっしゃいますので、そちらが目立って招待選手のほうはわからな

かったということがあるのかもしれません。そこら辺のところで工夫をいろいろしてい

ただいて招待選手の方を目立つようにしていただけたなら、それこそ町民の皆さんも招

待選手の方はこの方だったなということで応援もしっかりできると思いますが、そのよ

うなことからして私は冷めてきたのじゃないかという思いがしております。

それから、３番目のメリットとデメリット、私はメリットのほうは先ほど委員長のお
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答えですとすごくあるように伺いますけれど、費用もそんなにかかってないと思います

が、お金としては。ですけれども、ボランティアの数が相当ですよね。これをお金に換

算すれば、すごいお金をかけたマラソン大会になっているという気がしております。

それでですね、もう一つ欲を言わせていただけるならば、経済効果は全然上がってな

いんじゃないかという思いがしております。ただそれこそ風光明媚なところを来ていた

だいて帰っていただくというようなことでではメリットだかもわかりませんけれども、

本当に会場の中にテントで売店をしておられる方、どれぐらいの売り上げがあったんで

しょうか。それから、あとはですね、町内で買い物をして帰っていただいた選手の方が

どれだけあったでしょうかというようなことを勘案してみれば、すごくそのデメリット

が、私はデメリットのほうが大きかったんじゃないかという思いがしております。

それでですね、そのボランティアもですね、町民の皆さんの中に職員さんは代休をと

られたかもしれませんですけれど、普通のボランティアで出た人にはそれなりのお弁当

とかというようなサービスはあったかもしれませんが、日当は支払いしていませんよね。

ということですから、そういうことを勘案しますとその当日出ていただいた皆さん、大

変お世話になりましたですけれども、いろいろなことを勘案しますと経済効果にはなっ

ていないじゃないかという思いがしております。何十年も続けてきましたこのマラソン

ですけれども、そういうことも考えていただいてこれからも続けていかれるのか、それ

とも年を切られておしまいというようなことになりますかということをちょっとお聞き

したいと思って、きょうは問題に出しました。よろしくお願いします。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ええと、ただいまの岩井議員さんの質問につきま

して、本当に名和ハーフマラソン時代からかかわってくださいました非常に熱心な議員

さんにそのように懸念するところを感じられるようなマラソンだったということで、そ

うなのかなと私もちょっと今思ったところです。

こういったようなマラソンなどのイベントは、この大山町に限りませず全ての地域で

やはりたくさんのボランティアの方にお世話になって、そしてできていると。トライア

スロンなんかもそうですけれども。そしてそういう方々にかかわっていただくというこ

と、これもまた一つの大きな地域おこし、住民の方々の意識にもなりますし、町を愛す

る気持ちにもつながってきますし、これもこれで単なる負担ばかりではなく、いろんな

意味で大きな効果があるのではないかというふうに思っておりますが。

それから、招待選手が目立つようにということで、今回の招待選手は本当に小柄なほ

っそりした方で、走ってしまわれたら私もちょっと見えなくなってしまいました。何か

もっとこう見えるような形で、町民の皆様にも見えるような形で走っていただければさ

らに、ああ、あの方が今回の招待選手なんだなと。開会式に参加していただければわか

るのですけれど、沿道の皆さんはね、なかなかそういうわけにはいきません。またちょ
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っとそういった工夫も考えていけたらというふうに思っております。

経済効果のあたりがどれぐらいの売り上げなのか、経済効果なのか、そのあたりはち

ょっと把握しかねますが、教育長のほうから加えて補足をしていただきます。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。いろいろいつも熱心に御参加いただいておる岩井議員

さんからのお言葉で、もう区切ってもええだないかなというお言葉を聞いてちょっとが

っくりしましたけど、当初言われましたようにここに第１回目の名和町がされたときの

林原町長さんが町制４０周年と新しい陸上競技場をつくった。それで６６０人の人が来

られる。参加者が第１回が６６０人。スタッフは３００人用意したということを書いて

おられます。

ことしの場合は、ボランティアのスタッフの方は、ええと、２６３名でございます。

そのうちの２３名は、米子松蔭高等学校の野球部の皆さんでした。招待選手云々のこと

もありますし、ちなみにことしは秋田県から長崎県までの広い範囲から御参加をいただ

いております。

委員長が申しましたように、距離が長くなりますとどうしてもたくさんの皆さんの、

ボランティアスタッフの皆さんのお世話をしていただかないとこういう大会は運営でき

ません。いろんな形でこれから先も特に大変だろうと思いますし、２１回という長きに

なりますので町民の方が冷めておるというお言葉がありましたけど、そういう面もある

のかなということは思いますけれども、これを楽しみにしておられる方もあるてってい

うのも事実でございます。

それから招待選手、ことしの１位の選手を見ていただきますと再田光進さんという方

でしたけれども、この方は女装てっていうでしょうか、女装の格好して１位で入ってこ

られました。これはとてもよう目立つわけですけれども、その反対に高橋千恵美さんが

故障してだったと。ただし、去年の場合は御存じのように佐藤智之さんはトップで帰っ

てまいりました。そういう場合もありますので、その時々の招待選手によって若干そう

いう場面もあるのかなという気があります。

ただ、今おっしゃっていただきましたようによくわかるようにということはこれから

も考えていきたいと思いますし、その経済効果っていうのがなかなか難しいわけでござ

いますけれども、全くないなんていうことは絶対ないだろうと思いますけれども、そう

いう面で町おこしとかそういうことにどうつなげていくかてっていうのはこれからの課

題だろうと思っております。御指摘いただきましたので、また考えていきたいと思いま

す。

○議員（13番 岩井美保子君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。私も、そのやめてほしいと言ってるわけではござ
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いません。私は私なりにこのマラソンに魅力を感じておりまして、応援する魅力です。

私のマラソンに対する私なりの歴史もつくってまいりました。

私はですね、この町制４０周年で君原健二選手が来られたときにですね、女性団体協

議会のほうでかかわりを持たせていただきました。まだ議員にはなっておりませんでし

た。その当時、さくらうどんのかかわりを女性団体でやってくれということで、うどん

を２つに切ったりネギを刻んで準備したり、それからさくらうどんという名前でしたか

ら、うどんの中に桜の花びらを入れたりというような準備作業をしてまいっております。

そのときに、こういうスタッフというガウンを、ガウンといいますかあれをいただいた

んですね。これに真っ先にサインしていただいたのが君原健二さんでございます。（現

物を示す）これずっと私が持ってまして、次々に行われましたマラソン大会の招待選手

の方にサインをいただいております。近ごろになりましたらば、教育委員会の皆様方の

お力もいただきながらここまで続けてくることができました。大変大人数の方にサイン

していただきましたが、サインですから読めない部分もあるんですね。ですからこれを

見ながら、私、いただいたこれを見ながらずっと年数を見て、ああ、この方だったんだ

なということをあれしております。

君原選手はですね、１９９７年の４月１３日に名和町にお越しになりましたというこ

とがこの記録に残っています。ですからこれが私のマラソンに対しての歴史だと思って

おりますので、これをつくり上げてまいりました。

決して私は続かなくていいと思っておりません。続けていきてほしいとは思っており

ますが、町民の皆さんが冷めてきておりますので工夫をしていただいて、続けるでした

ら本当に町民が喜んでいただくような、期待を裏切らないようなマラソンフェスタにし

ていただきたいという思いがしております。

それでですね、このマラソン大会にですね、本当のところどのぐらいな費用が要って、

招待選手の方にはどのようになっているかということをお聞きしたいと思います。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。では、ただいまの質問につきましては初めに教育

長が、その後、担当課のほうよりフォローさせていただきます。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。

○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） はい。その町の補助金のことでございますけれども、ことし

が１００万円でございます。昨年が７０万でした。一昨年が１００万、そのあとは１２

０万、１５０万、一番最初の、合併して一番最初のときが１８０万というぐらいでして、

だんだん減っております。ただし、総費用てっていうのは参加費をいただきますので、

６５０万ぐらいの予算で運営しております。

招待選手のことにつきましては、社会教育課長のほうから申し上げたいと思います。
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○社会教育課長（手島千津夫君） 議長、社会教育課長。

○議長（野口 俊明君） 手島社会教育課長。

○社会教育課長（手島千津夫君） 御質問いただきました招待選手への謝礼のお金なんで

すけれども、実は大会が大きくなればもっと目立つ方というお言葉をいただきまして、

本当に事務局のほうの努力のなさをまさに実感したかなと思っておるところなんですけ

ども、現実には３０万円という金額を提示しまして交渉したという経過がございます。

先ほど岩井議員さんが言ってくださったように、町民、特に町民の皆さんがわくわく

されるような方を選ぼうとしますと、どうしても今のマラソンブームの中でお呼びする

ということが費用対効果ということも含めてなかなか難しい中で、でもいい方が来てく

ださったのかなという思いをしながらお願いをしているのが本当のところです。もっと

もっと大きなお金をかければいいかなというとこももちろんあるんですけども、そうい

うことをようせずにおるのが今の事務局で、もっと頑張らんといけんなというお言葉を

いただいたかなと思っております。

さらにですね、先ほど経済的効果ということのあたりもございました。実は昨年度の

ものでちょっと試算したものがございますけれども、６３０万ほどの昨年度の決算額が

ございました。その中で、現実にどこまでを経済的効果と言うという御判断もあろうか

と思いますけれども、例えば地元の業者さんのほうに副賞あるいは参加賞のあたりの辺

を納入していただく。そしてあるいはプログラムをつくるに当たりまして、体協各部に

お世話になりまして１００万以上のお金を賛助金という形で集めていただきましてプロ

グラムに掲載しという形をしますけれども、それの一部を還元するというようなことも

含めて、町内に結局使わせていただいた金額といいますものが３３０万ほどになります。

という形で、全体の５割以上は地元のほうに残すというようなことの辺も図りながら行

っている実は事業なんです。

でも経済的効果といいますものはそれだけではなくて、もっともっといろんな形の広

がりがあるはずですけれども、先ほど言ってくださいましたようにたくさんの地元の方

を含めた形でのスタッフの方に御無理を言いながらお世話になっておりまして、そのあ

たりのところの兼ね合い、どちらを優先すべきか、どこまでがいいのかという形の辺は

本当に難しいところかなと思っております。先ほどからも御指摘いただいたとおりで、

大切なことかなと思って聞かせてもらったところです。以上でございます。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。詳しくお知らせをいただきました。

この冊子の中にこういうふうに宣伝をあれされますのは、この冊子をつくるためにか

かる費用がこれで賄ってあるということなんでしょうか。それでは足りないんでしょう

か余ってるんでしょうか。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。
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○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） ただいまの御質問には、担当課のほうよりお答えいたし

ます。

○社会教育課長（手島千津夫君） 議長、社会教育課長。

○議長（野口 俊明君） 手島社会教育課長。

○社会教育課長（手島千津夫君） 一言で申し上げますと、余っているというのが現状で

ございます。

昨年度のものがございます。印刷費といいますものはプログラム等も含めた形ですけ

ども、実はカレンダー、失礼いたしました、ポスター等の辺も含んでおりますのでちょ

っと一概には言えないんですけれども、印刷費に使わせてもらった金額のほうが合計で

４４万５，０００円でございます。そして広告料という形で集めていただきました金額

の合計が１０４万４，０００円という金額になっておりますので、先ほど申し上げまし

たように余っているという言葉が正しいかなと思っております。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。詳しく説明いただきましたので、これでマラソン

については終わりにいたしますが、私自体が人生の節目を迎えました。それでですね、

これからこれをちゃんといいぐあいに私が保全すればいいんですけれども、なかなかそ

ういうことができなくって、ですので教育委員長にこれを託したいと思いますが、この

場をかりてお約束をいただけますものかどうかと思いまして。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。まことにありがたいお申し出でございます。そう

いう貴重なものをいただきまして、また担当課や教育委員会事務局のほうで相談しなが

らしかるべき場所に、たくさんの町民の皆さんに見ていただける場所に大会のことを思

い出したり、また今後の大会に思いをはせていただくためにいいところに展示をさせて

いただきたいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。次に参ります。鳥取型地域支援システムモデル事

業についてお伺いいたします。

平成２４年９月に３地区が始めた事業でありますが、どのような事業に取り組みをさ

れて、成果はどのようであったでございましょうか。

また、町としてはこの取り組みを町内に広く発信すると言われておりました。いかが

ですか。このモデル事業の今後どのようにされるのでしょうか、お伺いいたします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。
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○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。岩井議員の２つ目の質問であります鳥取型地域支援シス

テムモデル、モデル事業についてということで御質問いただきました。お答えをさせて

いただきます。

この事業は鳥取県とそして町の連携事業でございまして、高齢者や障害者などのため

の地域コミュニティーホームの整備や居場所づくりを促進することにより、地域住民の

力を活用して高齢者などが可能な限り住みなれた地域で暮らし続けることができるよう

高齢者の方々の住まいや居場所を確保するとともに、地域の支え合い体制、これのきっ

かけとすることを目的としているところであります。

平成２４年度の１１月ごろから平成２５年度までの約１年と５カ月間、試験事業とし

て実施をされ、大山町では種原自治会女性会、押平女性会、大山未来塾の３団体が主体

となり、種原、押平、坊領の３カ所で地域の方々が自由に集える場所、居場所づくりの

体制構築を目標に取り組みを進められたところであります。

モデルの３地区では、それぞれ地区内の集会所や空き家を改築し、改修し地域のお年

寄りや子供さんなどが気軽に集える居場所づくり、これを基本に健康づくりやあるいは

飲み物、食事の提供、イベントなどさまざまな活動を工夫を凝らして実施しておられる

ところであります。それぞれの活動施設で定期的に集いが持たれるようになったという

ことで、地域の皆さんの日常的な交流が深まり、引きこもりや認知症の予防あるいは子

供や高齢者の見守り体制の強化、健康づくり、さらには地域の食材の再発見や活用など、

その成果は大きなものがあったと評価をいたしているところであります。

町といたしましては、この取り組みの様子を町内に発信をし、ほかの地区におきまし

てもこれをモデルとして活動の参考にしていただきたいと考えているところであります。

３地区の取り組みにつきましては、既に広報だいせん、これで紹介をいたしておりま

すし、また大山３チャンネルでも先月下旬から今月上旬まで、押平地区での活動の様子

を放映したところでもあります。今後もこれらの活動につきましては、機会を捉えて情

報発信してまいりたいと考えております。

さて、この事業の今後ということでございますが、３団体とも人の流れと運営体制は

ある程度構築できたというところではございますけれども、課題もございます。事業で

は、収支の安定の問題であったりとか対象とする地域の範囲を広げることもできるもの

の、なかなかそのための交通手段の確保、そういった案件も課題として残るなど検討が

必要なところも見えたところでもございます。

各団体ともこの１年半で住民の皆様が主体となって、生きがいを感じながら交流の場

を運営するという相互扶助の形ができてきたことは大変大きな成果であり、試験事業と

しては一定の効果が得られたものと思っているところであります。

今後はこの取り組みを永続的なものとするために、さらに地域を取り込んだ活動体系
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になるよう可能な支援をしてまいりたいと考えているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。テレビでも放映しましたということでございます

が、私はまことに申しわけありませんけどそのテレビの放映の時間を見ていなかった関

係でしょうか、一度も見たことがございませんでした。

私が参考にしたいと思いましたのは、私の集落でですね、今、公民館を建てようかど

うしようかというところに来ております。それでその公民館を建てる話し合いの委員会

の委員もしておりますが、今、まさに地区会議真っ最中の名和保育園跡をどうするかと

いうこともありますし、集落においては公民館を耐震がなってないから建てかえようじ

ゃないかという話も持ち上がってきておりまして、まさに２つの事業を遂行していかな

ければいけないという立場になっております。それでこの事業を参考にしたいなと思っ

たものですから、この事業をテレビで放映したんだけどと言われましても、なかなかテ

レビを見た方も見ない方も私の集落にもたくさんあると思いますので、何か文字に起こ

していただいてそれの報告みたいなことをしていただけたなら、また集落で持ち帰って

みんなと検討しながらいい部落の町づくりに進めていきたいと思います。

といいますのは、保育園跡の地区会議も大事なんですけれども、自分の集落の公民館

を留守にしておいて地区会議に行くということよりも、部落の中のその集落の中の公民

館をにぎやかくして、そしてまた地区会議のほうにも出かけていくという形をとるのが

一番ふさわしいんじゃないかという思いがしております。

といいますのが、地区会議になりますとちょっと遠いものです。集落の中といいます

と、ちょっと歩いて行けれますね、みんなが。ということもありまして、全員参加とい

うことが集落の中ではできるということで、この事業を本当に参考にしていかせていた

だきたいなと思っております。

そこで、３地区ということで町長さん、ざっくばらんなお答えしかいただけなかった

んですけれども、担当課長さんにでもお答えいただければと思いますが、この３地区の

事業はどのような事業をされたのかいま少し、ちょっと時間もありますので、詳しくお

知らせをいただきたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ３つの地区の活動については、担当のほうから述べさせていた

だきたいと思いますが、その前にいろいろとお話をされました。私もそのように思って

おります。地域活動、地域づくり、町づくりということの中での基本は、私はやはり集

落にあると思っております。集落の課題をいろいろと集落の皆さんで共有しながら検討

していって、自分たちの村は自分たちで守り、あるいは育て、次の世代につなげていく
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という基本的な考え方の中から、既にもう以前にもお話しさせていただいておりますよ

うに集落での健康診断、そうした取り組みをしていって、ソフト事業あるいはハード事

業をいろいろ活用していただくというような地域活性化の交付金事業もございます。そ

ういったことをまずベースに置きながら、やはりそれでも集落で解決できない課題があ

ります。そういった広域的な課題について、先ほど述べられましたように旧校区単位の

中でのまちづくり地区会議等でのいろいろな協議というような第１段階、第２段階、第

３段階というような形の中での取り組みを今、町としても進めているところであります

ので、今のお話からしますと、まずは集落の取り組みをということであります。

３地区で取り組みました試験事業については、１０分の１０という県の事業がありま

したので、それをそのときにうまくキャッチができて進んだ経過もあります。ただ、今

はその事業というのは実はないという状況もありますので、そういったことも踏まえて

担当のほうから答えさせていただきます。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） お答えいたします。

初めの町長答弁に、のほうでありました鳥取型地域生活支援システムモデル事業、３

地区これを活用しておりますけども、この事業での部分は実はソフトの部分です。地域

の高齢者の方や子供たちやそういう人たちが集える場所、その集いを定期的に持つとい

うことのソフトの部分にその事業を使っておるということでございます。

実は、３地区とも施設の改修等、あるいは必要な備品の購入等整備をいたしましたけ

ども、それにつきましてはちょっと別な事業を使っております。これも県のほうの有利

な１０分の１０の事業でありますけども、鳥取ふれあい共生ホームという事業がござい

まして、それをあわせて３地区活用したということであります。これについては、改修、

そういったようなソフト事業を行うという前提で、それに必要な改修を行うということ

で、そういうソフト事業を行うという前提がなしで対象になるものではないわけであり

ます。

御質問にありましたような公民館の改修というその部分に限っては、こういった事業

は使えないということにもなってきております。

ということですので、議員さんの地元の公民館の改修ということにつきましては、今、

担当のほうでも一部相談をさせていただいているところもありますけども、具体的にそ

れに使える事業がどういうものがあるかというとこで、ちょっと難しいところがあるん

ですけども、相談に乗らせていただいているということで、こちらの事業のことでは単

純ではいかないかなというふうに思っておるところでございます。（発言する者あり）

失礼しました。それと文字にしてということでありますけども、実は広報のほうでは

３地区の活動を立ち上げられたときに、２５年の１月なり２月にこういう活動が始まり

ましたということを広報で出しております。そしてことしの３月と５月に、また改めて
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３地区のこの１年余り、１年半の活動の成果を文字にして出しておるところです。

ハードの部分につきましては広報のほうではいたしておりませんので、これについて

はまた個別に御相談させていただいたほうがいいのではないかというふうに思います。

（発言する者あり）

はい。それとそれぞれの３団体の活動内容ということでありましたけども、押平地区

の女性会で行っておられますのはなごみの里という名前をつけられまして押平の中央集

会所、ここの会場でやっておられますけども、今は週に１回、木曜日を開放日というこ

とで定期的にそこでサロン的な催しをされて、お食事を提供、つくって提供されたりと

いうようなことを中心に行っておられますし、料理の講習会など地域の方に行っておら

れます。

それと坊領の大山未来塾ですけども、こちらのほうでは現在では週に４回定期的に運

営を、開放されております。現在は地区の老人クラブの皆さんもその運営の協力に入ら

れまして、開放の日にちを拡大して行っておられるということであります。いろんな会

合を持たれたり、もちろんサロンを中心にしておられるところであります。

それと種原の女性会の皆さんが行っておられる活動ですけども、これは地区の集会所

を拠点としまして、ここでは今は週２回開放日を持って、朝から昼ごろまで開放されて

おられます。お年寄りだけではなしに、子供たちもそこの会場で料理教室とか勉強会と

か、そういったような機会も提供されて運営をされておるという状況です。以上です。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。２点ほど追加でお願いいたします。

町長の答弁の中に、活動体系になるような可能な支援をしてまいりますということで

ございますが、これはどんな具体的なことがありますでしょうかということ。

それからもう一つは、その集落の公民館を建てかえるということに当たりまして、名

義が、土地の名義がですね、昔からの法律でいいますところの個人名義、３名とか連ね

てですね、あるんですよ。そうした場合にはそういうところには建てられないというこ

とになっておるんだそうでして、地縁団体に名義を変えなければというようなことを伺

っております。それはなかなか難しいもんでしょうか。今、旧名和で例えばそういうあ

れをするということになりますと、どのようなことがあれできるんでしょうか、お伺い

したいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。２点質問いただきました。それぞれ担当のほうから答え

させていただきたいと思いますけども、地縁団体でなければならないというようなこと

の中での土地の所有者の問題は、これはないのではないかなと思ったりはしますけれど

も、担当のほうから答えさせていただきたいと思います。
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○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） はい。先ほど町長が申しましたように、共有名義でも建て

られないことはないと思います。地縁団体にされる場合は地縁団体が組織してないとだ

めですけれども、そこにそれぞれの共有者の方の相続を一つにまとめるという作業が要

りますんで、そこで判がとれないと地縁団体にしとっても地縁団体名義にはできないと

いうのはあります。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 議長、企画情報課長。

○議長（野口 俊明君） 戸野企画情報課長。

○企画情報課長（戸野 隆弘君） 失礼いたします。

今後の３地区の活動についての支援ということでございます。

この取り組んでおられました鳥取型の地域生活支援システムモデル事業は２年間の時

限の事業でございまして、それは今終わったところでございます。この事業につきまし

ては、基本的に２年間行政のほうの補助をさせていただきながら、その期間が終わった

らあとは地域で自立して自主財源でそういう定期的なサロンの開催を中心とした活動を

続けてくださいということになっております。現在その期間が終わりましたので、３地

区ともそれぞれの御努力で行っておられるところです。

とはいえ、まだ完全に活動がどことも乗っているということではありませんので、行

政としても目を離さず、できる支援はしていきたいということです。

具体的なことになりますと、実は３地区のうち２地区から今別な補助事業が受けられ

ないかということで申請に向けたりちょっと御相談を受けておりまして、県のほうと、

県の別な事業がございますので、あと事務レベルでは調整中でございます。現時点では

新規性とか発展性とかということが要求されておりますので、事務レベルの詰めを続け

ておるところですけども、まだちょっと見通しははっきりしないところでありますが、

もしそういうものでも活用できればしていきたいと思います。

そういうことにならないとしても、活動についてのいろいろな御助言ですとか地域の

ほかの団体との連携をとっていただいて活動をスムーズにするとか、そういった面での

支援やサポート、そういうことも含めてさせていただきたいと思います。特にまちづく

り会議ですとかあるいは地域自主組織等ができていけば、そういうところとの連携、そ

のあたりで活動についてもより安定性を増してくる可能性もあると思っておりますので、

そういったことも含めての支援を考えていきたいというふうに思っております。

○議員（13番 岩井美保子君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 岩井美保子君。

○議員（13番 岩井美保子君） はい。それでは、確認でございます。今まで３地区でや

っておられた方々の地区においては可能な支援ができるけれども、新しくという地区に

は何も支援はできないということなんですね。それだけ確認をさせていただきたいと思
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います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。少し誤解があるようでございます。

３地区の事業につきましては、県の事業を絡めながら取り組んできたということであ

りますし、今取り組んでおられます３地区のいろいろな課題とか取り組みについても引

き続きできるところについて支援をしていきたいということであります。

あわせまして、課長のほうからも話がございましたけれども、県のほうでもいろいろ

な支え合い事業等あるわけでございますので、皆さんのほうからのいろいろな御提案を

受けながら相談をさせていただきながら、そういった取り組みをしていけたらというぐ

あいに思いますし、特に岩井議員さんのほうで集落のほうをテーマとしたお話もいただ

きました。そうしたハード事業あるいはソフト事業を絡めたものとしても、町としても

地域活性化の交付金事業等を持っておりますので、そうしたことも含めて検討していく

こともできると思いますし、あるいは地域コミュニティー、宝くじの関係ですね、そう

いったことの可能性も全くないわけでもありませんので、いろいろな形の中で御提案を

いただいて、できるだけの支援あるいは御相談を受けてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

○議員（13番 岩井美保子君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで１３番、岩井美保子君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１２番、吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。（発言する者あり）皆さんの眠気を覚まそうと思

いまして。吉原です。失礼いたしました。

それでは、私は２問質問いたします。

まず１問目です。高齢者を地域の支え手にというところで町長に質問したいと思いま

す。

大山町は、今や国内において高齢化と過疎化、人口減少の激しい地方の小さい町とい

った位置づけにあると思います。これまで日本における地域開発は公共事業と企業誘致

の２本柱でありましたが、長い間の経済停滞とグローバル化の波に押されて企業誘致も

難しくなっている現状があります。そういう状況の中、元気な高齢者に何らかの形で仕

事をしていただき、地域の支え手として自助、自立の基礎石を築いてもらってはいかが

でしょうか。そのことが財政再建と並行して持続可能な町づくりにつながって、我が町

の生きる道筋が見えてくるのではないかと思いますが、町長はいかがでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） はい。吉原議員より、１番目の質問であります高齢者を地域の

支え手にということで御質問いただきました。お答えをさせていただきたいと存じます。

高齢者の方々に御活躍をいただく場ということでありますと、シルバー人材センター

に御登録をいただく方法がまずございますが、そのほかには老人クラブによりますとこ

ろの支え合いの活動、あるいは閉じこもり防止や助け合い、支え合い活動を中心とした

小地域保健福祉活動、あるいは社会福祉協議会のふれあいいきいきサロン、また各種ボ

ランティア活動など、さまざまな活動の中で地域を支えていただいているところでもあ

ります。また、学校におきましても読み聞かせや見守り隊、また経験豊かな方々にもゲ

ストティーチャーとしてお話などお世話になったりして、いろいろな場面で御活躍いた

だいているところであります。

議員御指摘のとおり、元気な高齢者の方、皆様にさまざまな活動を通して地域の支え

手として御活躍いただくことは大変重要で、またかつ必要であると思っております。

また、議員が示されております自助、自立というテーマでの取り組みはなかなか進め

ていないというところでありますけれども、支え手としてまだまだ活動できる高齢者の

方々の御要望など、町と社協あるいはシルバー人材センター、そうした方々と関係機関

とが協力してできることはないのか、あるいはボランティアの制度を活用してボランテ

ィア活動をポイント化をし換金できるような制度、そういった町民の皆様の参画をいた

だけるような自助、自立の仕組みづくりについて研究をし、また検討してまいりたいと

考えます。

御質問に議員のほうから財政再建と並行してとございますので、議員の真意とは若干

異なる答弁かとは存じますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。今の町長のお答えは、やはり今の現状を言われた

と思っております。それでこの大山町がこういう少子高齢化の中、どういうふうに生き

ていくかということが将来のビジョンにつながると思います。そして１０年後の大山町

未来づくりも今始まっているところですけれども、私たち６０代、７０代、この高齢者

が大山町においてもたくさんになるわけですけど、その６０代、７０代が１０年後どの

ような暮らしをしているか、それもまた大山町の将来ビジョンになると思います。

ちょっと私の言葉だけでは足りませんので、私が以前毎日新聞で目にした記事を読ま

せていただきます。

北海道の美瑛町の事例ですけれども、町長はですね、財政再建についても一生懸命考

えられて、財政難の根源に縦割り、上から目線の仕事意識を見た。行政がチームとして

町の全体観を保ちつつ、現場の目線から町民に仕え、各職員がリーダーシップをとる組

織分化を目指す。そして並行して美瑛の経済と社会の持続的な発展戦略を考えるところ

で、地域住民の地域住民による地域住民のための地域づくり、この自助、自立精神が不
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可欠だと思われたわけです。そしてその中からいろいろと美しい美瑛町というか住んで

美しい美瑛町、要するに生きがいの創造ですね、それを持ちながら美しい、生きる姿が

美しい町にしたい、そういう理念を持って取り組まれて、今結局それが近代経済史にま

れな財政長期構造改革と言える安定した黒字財政運営と町民が誇る美しい町づくりがで

きて今いるそうです。

私もまねばっかりはと思いますが、なかなか私たち自身もいっつもいろんな質問で政

策提案しますけれども、実現がなかなか難しいことが多いです。けれども、実際に目の

前にそういう町があるということは、私たちが、大山町がじゃ小さい町でありながらど

ういう町を目指すかというときにある程度参考になると思って、今、政策提案をしてい

るわけであります。

振り返って、大山町についてそのような中高年の力、エネルギーを利用してもっと本

格的に例えばボランティア事業で有料ボランティア制度をつくるとか、そういう方向性

について町長はどう思われますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。美瑛町のお話を例に挙げてお話をされたところでありま

す。

私自身、美瑛町の状況はなかなかわかりませんのでそのことについてのお答えはなか

なかできませんけれども、その町でいろいろな取り組みをされる中で、長年取り組みを

進めてこられた結果として今があるんだろうと思っております。

大山町におきましても、議員御案内のように少子高齢化、あるいは全国的な流れの中

での人口減少、同じテーマを抱えているところでありますけれども、そういう状況はあ

りますけれども、町としても大山の恵みを生かした町づくりというテーマのもと、さま

ざまな取り組みを進めておりますし、一つ一つその実りが、あるいは種をまいたものが

成長しつつある現状であると思っております。

財政の関係につきましても、いろいろな取り組みを進めていく中での安定的財政を目

指しての取り組みもしているところであります。

提案の中に有料ボランティアというようなお話がございましたけれども、具体的にど

ういう制度でどういうものをテーマとした有料ボランティアをしていくのかということ

もあろうと思います。議員のほうでいろいろな勉強されていることがございましたら、

御提案をお願いしたいと思います。

ただ、今、大山町の中でも有料という意味合いからしますと、冒頭にも申し上げまし

たようにシルバー人材センターがございます。先般総会があって、そこの中での資料を

見させていただきますけれども、会員数が１６５名ということの中でありますが、年間

の延べの活動日数、これが８，９３０日ですから、大方９，０００日ですね、活動して

おられるという状況がありますし、額ということにつきましても３，５００万ほどの事
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業の展開をしておられるという状況もあります。実際にそうしたシルバー人材のほうで

の活動もあったりしておりますので、議員が御提案ございました有料ボランティアとい

う制度についても具体的にどうなのかなというところもお示しをしていただく中で、検

討できることがあれば検討し、参考にしてまいりたいなというぐあいに思うところであ

ります。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。まだ本当の基礎の感じで望洋とはしておりますが、

実際にはですね、シルバー人材センターは需要と供給といいますか、技術を持った方が

いろいろと要望に応じて今、シルバー人材センターがあっせんのような形でやられてい

ると思います。このことについて、今の生きがいというか労働力をどういうふうに使う

かって、「ろうどうりょく」の「ろう」労は老人、老人という言い方はおかしいですね、

とにかくお年をとられた老という字と働く力、「老働力」というふうに置きかえて、ま

だ６０歳、６５歳、７０歳はすごく今若いですので、実際に今、例えばです、例えば介

護予防事業にたくさんお金が使ってあります。観光事業にもたくさんお金が使ってあり

ます。その中で、その中のだからたくさんお金を出せという提案ではなくて、その中の

何かの事業を生き生きとした自分たちが考えて使う道を考え、使う方法を考えるという

ような仕組みをつくっていくということを、戦略室がありますね、企画の、そういうと

ころで考えていただきたいということです。

実際に例えば介護保険がどんどん上がっております。その介護保険が上がるのはなぜ

かというと、病気になるからであります。ですので６０歳、６５歳、後期高齢者に至っ

て元気な高齢者はあくまで元気なまんまで生きがいを持って働き続けられるという仕組

みをつくっていただくということです。

そしてその中にたくさんの要望事業がある中で、何点かをそのじゃシニアの介護事業

についてのシニア団とか、また観光事業についてのシニアの人材活用塾とかそういうふ

うにつくっていただいて、その中で６０歳、６５歳の潜在能力を生かしてもらって働い

てもらうということです。そういう仕組みで、ちょっとまだ望洋としておりますが、た

だ私は今この地域活性化というところで本当に工業誘致といいますけれども、来られる

のは太陽光とかそういうなかなか雇用が生まれないものが来ております。実際に今、本

当に昔みたいに工業団地にたくさんの雇用が生まれるとかそういう時代ではないですの

で、どげして生きていくかというところでそういうふうに申し上げているわけです。

もう一つわかりやすいのは、高齢者生きがい事業などを始めているところもあります。

そこには年間１０万円とかを上限に助成金を出して、その自分たちで何をやるのか活性

化について考えて行っていく。そういうこともあります。

それから、長くなりますが、地域活性化については先ほど申し上げました企画課長が

答えておられました生きがい支援事業ですね、いろいろと地域で福祉活動をする、また
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御飯づくりをする。やっておりますけれども、それもですね、なかなか自立してといい

ますけれども、自立して御飯を出したり集まってもらうにはやはりお金がかかって材料

費だけでも大変ですので、なかなか続けていくことも大変です。今となってはもう１年

間定着しまして、その村の中では少しずつ定着しており事業になっておりますけど、実

際に運営して続けていくときにはやはりなかなかお金が要ります。

そしてボランティアと言っておりますけれども、皆さんボランティアでやっています

けれども、ほんの少しでもボランティア代が出るとやはりすごく生き生きされます。私

はボランティアというのはもう無償でするもんだと思ってばっかりおりましたけれども、

ある程度やっぱり生きがいとしていろんな１時間に対するある程度の給料でもないです

けれども、そういうものがあると全然違うということがわかりましたので、そういうと

ころもやはり研究していくべき必要があるのではないかと思います。

とにかく今生きている高齢者、私たちが生き生きとして働いて大山町のために元気で

おるということが、またそれが将来の大山町のビジョンにつながっていくと思いますが、

大体、町長、理解されましたでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。多分話をしているところは、同じ思いじゃないのかなと

いうぐあいに思っております。

先ほど有料、有償ということでありますので、この議員のほうの質問にございます自

助、自立ということが多分一つのテーマなのかなと思って今伺っているところなんです

けども、ボランティアとかいろいろな形の中では、先ほど一番最初の質問でも述べさせ

てもらいましたように本当にさまざまなところで活動をしていただいております。ある

いは高齢者の老人クラブの活動でもあったりということであろうと思いますけども、元

気な高齢者の方がおられる。その方々がいろいろな思いを持っていろいろな活動をして

おられる。それを仕組みとして有料でお世話になりながら展開していく活動はないのか

なという御提案じゃないかなと思っておりますけども、やはりいずれにしても受益者の

方々にも無償でということにならないと思っておりますので、一つの事業を展開してい

くということになれば、なりますれば必要最小限の受益者の負担のお願いをする仕組み

もつくりながら、でもそれが少ない金額の中で提供ができて高いサービスができて、そ

こに先ほどおっしゃいましたように生きがいを持って支え合っていくというような仕組

み、これは新たな事業の提案等がありますれば取り組んでいく必要はあろうと思ってお

りますけども、議員のほうからも具体的にこれということがまだないようであります。

今想像できますのはですね、私自身が思うのは、一つは配食サービスという事業で大

山と中山のほうで週１回お世話になっております。そういった配食サービス自体、今、

民間の事業者の方も入っておられる経過はありますけれども、そうした配食のサービス

を１週間１度ではなくって、特に独居の方であったりとか高齢者の方々がたくさんある
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わけでございますので、そういったところにお届けをさせてもらって、見守り活動をし

ていただいたり状況を把握をして帰ったりということの中での連携活動をしていく中で、

一つの事業、ビジネス的なことも考えられることなのかな。今、話を伺いながら、想像

しながらしたところであります。

テーマを持って取り組んでいくことでいろいろな取り組みが生まれてくるんじゃない

かなというぐあいに思いますので、またいろいろな今の議員の思いの中で具体的な提案

等をいただけたらというぐあいに思います。

担当のほうも含めて、社協さんやシルバー人材の方々ともそうしたテーマを持ちなが

ら、連携をとりながら、できるところから進めていけたらというぐあいに思っていると

ころでありますので、またいろいろなお話をよろしくお願い申し上げたいと思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。具体的な提案と言われますけれども、私も持って

おりますけど、全部言ってそういうことじゃなくって、やっぱり戦略室もありますし、

課を越えて課長とかの知恵も集めて一緒に考えていただきたいと思います。

私自身としましては、例えばですね、観光ボランティアについてもですね、やはり観

光行政いっぱい今、何といいますか、観光局とか全部資金を出しておられますけれども、

観光ボランティアとなりますと社会教育課も関係したりして複雑になっちゃうわけです

けれども、その中で本当に地域の中に歴史に精通して、話すこともうまくて、そういう

本当について歩いててよかったなというボランティアをつくろうと思ったら、無償ばっ

かりでもなく、無償が悪いわけではありませんが、やはり有料ボランティアという仕組

みも要るかもわかりません。そういうことは観光事業の中の一端としてそのお金をその

中に配分していただくとか、そういう課を越えての戦略が欲しいと言ってるわけであり

ます。

そしてまた、地区会議なんかは今すっかりでき上がっていますけれども、でき上がっ

ているところがありますが、その地区会議の中に予算を入れていただいて、その中で地

区会議の中にシニア活用塾というものが芽生えたらその中にも予算を充てられるとか、

そういうふうなことであります。

そして少子高齢化について嘆いてばかりでなくて、私たち元気な高齢者がいろんなと

ころである程度の報酬をもらいながら活躍していくという姿を描いているわけでありま

して、その次の実行役というか、具体的な戦略というものは未来づくり１０年プランも

あわせてやはり戦略室が考えていっていただきたいと思います。私もまた一緒に考えた

いと思っていますけれども、そういうことで行動していかないと、なかなかずっと叫ん

でばっかりいてもならないと。少子高齢化だ高齢化だって嘆いてばかりもいられないと

思っています。ですので、その戦略室としてやはりある程度課を越えてそういうシニア

ボランティアの活用、有償ボランティアというか、そういうことを考えていただきたい

－６６－



と言ってるわけです。

というのも、６０歳から６５歳も年金はたくさんもらえる人もいますけれども、なか

なか本当にか細い年金で暮らしている人もいます。ですので能力がある人、またやる気

がある人、それぞれの使い道があると思いますが、その高齢者の方のある程度もうける

仕組みというのも大事ではないかと思っています。

その辺で、地域自主組織にも期待するわけですけど、その中の資金の中に活用塾が入

って、その中で使ってもらえる範囲があればそれはそれでまた生きていくと思うんです

けども、今、望洋としています。町自体が望洋としていますので、私は今そういうふう

にだんだんはっきりさせていってくださいと言ってるわけですので、やはり戦略という

か戦略会議を持っていただいて、町の姿をビジョンを示していただきたいと思いますが、

どうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 話を伺っておりますと、未来づくり戦略室でもって取り組みを

進めたらどうだろうかという提案なのかなというぐあいに伺っております。そういった

ことも必要であろうかなと思っていますけども、先ほどいろいろお話をいただきました

ガイド、観光ガイドさんの有料化、このことについても実は観光局、観光商工課、連携

をしながら、大山ツーリズムの取り組みを進めていく中での大きな柱としての取り組み

を指示しております。そこの物事を進めていく段階では、結果的に各課の連携、各機関

の連携、そうしたものが生まれてまいります。テーマを持ってそれを実現していくため

にどのように連携をとって、あるいは取り組みを一つ一つ着実に進めていくかというこ

とが必要であると思っております。

未来づくり戦略室というお話の中からしますれば、今、１０年プランを取り組みを進

めておる経過がありますので、そうした未来づくりの１０年プランのワーキング、そう

した中からこのテーマも出てくると思いますし、また職員のほうもいろいろな取り組み

をしていく中での議員の御提案を会のほうにもつなげていくということで、現場からの

やはりニーズ、あるいはできること、そこから私は進めていく必要があるんでないかな

と思っておるところでありますので、具体的な提案という形の中でどんどん出していた

だきたいなというぐあいに思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。その辺は手法の問題でして、町長といろいろとリ

ンクするところもあればばらばらのところもあると思います。

具体的にって言われますれば幾らでもありますし、じゃ例えば介護事業にしても介護

保険がどんどん上がるばかりですが、その中で介護事業の予防教室がたくさんあります。

その中で何点かはその、何といいますかしら、シニア、シニア活用塾のほうに任せてや
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らせてみるとか、そしたら全然違った教室ができるかもわかりません。そういうことで

あります。そしてそれは事業の中からとっていくわけですから、ある程度有償化になる

というふうな考えであります。そしてそういうトータルな目で見るところは戦略室で、

実際におのおの各課の課長が一緒に、戦略室と一緒に考えていくということだと思いま

す。

そういうことについて、結局は何が言いたいかと申し上げますと、大山町がいかにし

て生きていくか、どういう大山町になっていくのか。定住策も一生懸命しておられます。

でも急に家を建てて住むということもなかなかないですので、元気な高齢者が楽しく美

しく生きている町、そしてそれがそれを見てまたその子供たちが大山町に対してやはり

自尊感情といいますか、自分たちを愛する大山町になっていく。まず私たちが大山町を

愛してなかったらどうなるんでしょうかということで、その生き生きとした町づくりに

ついてのシニア活用塾の話をさせていただきました。それについてこれから検討を願い

たいと思いますが、最後によろしくお願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 町づくりの地区会議あるいは自主組織のほうでのシニア活用塾、

そうしたことの設置があったり、あるいはそうしたところでの取り組みに対しての支援、

あるいは考え方ということのお話かなと思っております。ぜひともそうした地域の中で

やっていこうという提案がありますれば、町としても積極的に支援をしてまいりたいと

思いますし、一番大切なのは、本当に自分たちがやってやろうという熱意であり、行動

であると思っております。地区会議や自主組織、あるいはテーマを持って取り組んでや

ろうという団体がありますれば、あるいはそうした方がありますれば、ぜひともお声を

かけていただいて、担当や私どもと一緒になって、いろいろなその構築に向けてですね、

取り組みができたらというぐあいに思っておるところでございます。

冒頭にも申し上げましたように、元気な高齢者の方々、この力をいただいてさらに元

気な大山町をつくっていく、そのことは非常に大切なことでありますし、重要でありま

すし、そういった取り組みも進めていかなければならないと認識をいたしておるところ

でありますので、具体的なものの提案をいただいて、そこからいろいろな関係機関や、

関係課や、あるいは住民の皆さんとの取り組み、一つ一つ着実に展開できたらと思いま

すし、あわせて経費の関係についてもいろいろな制度があろうと思っております。そう

したものも探しながら、活用しながら、あるいはないとするならば生み出していきなが

ら取り組みができたらというぐあいに思っておりますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） それでは、２番目の質問に移ります。
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○議長（野口 俊明君） そういたしますと、ここで休憩したいと思います。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい。

○議長（野口 俊明君） ２５分まで休憩いたします。再開は２時２５分といたします。

休憩いたします。

午後２時１３分休憩

午後２時２５分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

休憩前に引き続き、吉原美智恵君の一般質問を継続いたします。

○議員（12番 吉原美智恵君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） それでは、２問目に入ります。認知症予防の取り組みは

進んでいるかということで町長に質問いたします。

県内の認知症高齢者は約１万７，０００人で、その予備軍も含めると高齢者の５人に

１人は認知症か、その一歩手前と言われる状況になっております。また、介護について

も老老介護が多くなり、入院に至れば介護保険にも大きく影響し、問題は深刻さを増す

ばかりであります。以前にもこの問題は質問してきた経緯があります。その折に認知症

サポーター制度を提案し、早速政策化していただきましたが、今の現状と成果はいかが

でしょうか。

また、早期発見や地域全体で支える仕組みの構築はできていますでしょうか。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 少し暑くなってきましたので、上着をとらせていただいて答え

させていただきます。

２点目の質問であります、認知症予防の取り組みは進んでいるかということについて

であります。

まず、認知症サポーター制度についてでありますが、各集落自治会、各種団体及び町

内の全小⋞中学校に出かけて、認知症サポーター養成講座を開催いたしているところで

あります。この認知症サポーター養成講座、これは平成２３年度から取り組みを初めて、

平成２５年度までには延べ８２回、２，５９８人の皆様に、また平成２３年度から取り

組みを始めました認知症講演会には、昨年度までの３回で延べ２３５人の皆様に、それ

ぞれ御参加をいただいているところであります。

加えまして、地域で行われますサロンや転倒予防教室などに地域包括支援センターの

職員が出向いたり、あるいは広報にも４こま漫画を用いて認知症の理解について普及啓

発活動を行っているところであります。
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多くの皆様に御参加をいただいて、普及啓発も進みつつあるところでありますが、去

る３月２１日に開催の認知症講演会、議員も出席をしていただいたと思っておりますけ

れども、エスポアール出雲クリニック院長の高橋幸男先生の講演では、家族で認知症に

ついて知ること、初期での対応の大切さなど、特に２０代から５０代の方々への啓発が

重要であると提起をされ、私も同感したところであります。

次に、早期発見や地域全体で支える仕組みの構築はということでございますが、民生

委員さん、あるいは保健推進員及び福祉推進員さんの皆様にも御協力いただいて、早期

発見に努めているところでありまして、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワー

カーを通じて、見守り活動などの支援体制づくりを進めているところであります。

また、今年度新たにできました鳥取県若年認知症サポートセンターとも協力をして、

早期発見並びに支援体制づくりに努力してまいる所存でございます。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） とりあえず今の現状を話していただきました。認知症サ

ポーター制度というのは、本当にすぐ取り入れていただきましたけれども、今の延べ人

数がそれぐらいということですけれども、２，５９８人、これが多いと見るか少ないと

見るかはなかなか難しいところですけれども、２３年度の資料を見ますと、まずそのと

きの実施回数が８回で、参加者が４３９名となっていますので、そういう平均のことか

なと思っております。ただ、私も２回受けました、機会がありまして。中身は認知症に

ついての理解と対応の仕方でした。というのはですね、そういう対応の仕方によって認

知症はどんと悪くなったりするそうなんです、何げない一言とか。ですので、家族だけ

でなく、この講演会では家族の重要性を説かれていましたけど、どっか道端で出会った

ときに何げない傷つくような言葉を発してしまわないように、地域で見守るというのは

そういうことであります。で、その知識があると、あら、きのう言ったがなとか、その

人はもう亡くなった、実例を申し上げますと、認知症にかかられた方が話ししてこられ

ます。そうすると、亡くなった人のことをもう忘れてしまって、どげしとうかいなって

言われます。そのときに、あら、亡くなってしまったがななんて言ってしまうと、本当

に感情が傷ついて余計悪くなるそうなんです。そういうことを防ぐためにも、地域の人

もサポーター制度で勉強していただきたいというのが私の意思でありました。

ですので、まだまだこれがもう少し頑張っていただいて、そして認知症予防もだんだ

んだんだんその対応の仕方が今と昔は違ってきておりますので、内容がどうなのか、前

と同じ内容なのか、少しは変わってきているのか、そのことと、あとその認知症につい

てですけれども、講演会等サポーター制度もいいですけれども、認知症予防についても

あと１点、私、前にタッチパネルというものを推奨したことがあります。これも早くわ

かってどうなのかという考え方もありましたが、今の時代にあっては早くわかったほう
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がいいというふうな、ちょっと流れも変わってきております。そのことについてもタッ

チパネル方式は取り入れられているのかどうか、２点お伺いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当のほうから答えさせていただきたいと思いますけれども、

啓発活動をいろいろ取り組みをしていく中で、やはり町民の方々にしっかりとその関心

を持っていただくということであろうと思っております。町のほうでもいろいろな機会

も設けて、講演会の開催であったり、研修会の開催であったりするわけでありますけれ

ども、やはり町民の皆さんにこの認知症ということについて関心を持っていただいて、

特に家族ということの中では、講演会等を開催いたしますと、高齢者の方々が非常に多

いというところでありますけれども、やはり議員おっしゃいましたように、次の世代の

方々の家族の方々に、この認知症ということについての症状や、あるいは対応の仕方、

これを学習していただいて、本人さんとのコミュニケーションに学習の成果を出してい

ただくということが非常に大切だろうと思っております。この機会をいただきましたの

で、町民の皆さんにもぜひともいろいろな講演会であったり、研修会であったり、さま

ざまな機会を設けていきますので、ぜひとも参加をお願いしたいということを述べさせ

ていただきたいと思います。担当のほうから述べさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 吉原議員の質問にお答えいたします。

先ほども町長の答弁にありましたように、認知症の理解がどんどん進んでおります。

まだまだわからないことがたくさんあるわけですが、以前は認知症にかかられると、い

わばまだちょっと恥ずかしいというような風潮がありましたが、今では大分理解が進み

まして、どなたでもかかり得る病気ということで周知が広まってきております。広くそ

ういう認識が広まることで、徘回される方も地域全体で見守ることができるようになっ

てきていると思います。

それから、認知症にかかりにくい生活習慣というものも研究が進んできております。

それから、先ほど町長が申しましたが、ことしの認知症講演会で御講演をいただきまし

た内容では、認知症の方の心にスポットライトを当てた研究を進めておられます。そう

いったことで、認知症の方自身も一生懸命周りの期待に応えようとしているんだけれど

も、なかなか思うようにできないところを周りの方が叱責すると、その方に関しては記

憶はなくなっても感情だけが残ってしまうという悪循環が始まってしまいます。そうい

う意味で、広く周知を、認知症に対する理解を正しく深めていくということがますます

大切になっていくということで、対応方法や周知や研修内容も若干変わりつつ、変わっ

てきているところであります。

それから、２番目の御質問にありましたタッチパネルを使っているかということでご
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ざいますが、これは大山町にも１台ございまして、数は少のうございますが、集落に出

かけていくときには、そのタッチパネルを使いまして、皆様方に早期発見といいますか、

そういうことの活動に活用させていただいているところでございます。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） タッチパネル１台ということで、全然タッチパネルは１

台しかないというふうに思いました。以前、何年か前もタッチパネルは１台でしたけれ

ども、まずは国からいきますけど、国もやはり早期診断、早期対応というか、そういう

ことを進めていくようにというふうに、認知症についてははっきり申しております。そ

れから、県のほうは、やはりタッチパネルとかを利用して、早期発見に努めなさいとい

うことを打ち出してきておりますので、県のほうもタッチパネルについてはっきり言い

出しましたので、タッチパネルについてもう少し取り組みを進めていただきたいと思い

ます。

タッチパネルというのはですね、余り深く、物すごく難しいことではなくて、たしか

だんだんやっていけばそのような傾向があるぐらいがわかるそうですので、わかりやす

いというか、早期発見が。回答については、地域全体でと言いながら、民生委員さん、

保健推進員さん、福祉推進員さんの皆様って書いてあります。でも、この方たちが本当

に早期発見でね、なかなかいろんな、民生委員さんも皆さん忙しいですので、やはり地

域住民の支えも全体も今言いましたように要りますけれども、やはり早期発見について

の介護福祉課の姿勢というかね、やはり行政としてもきちんと入れるものは入れて、な

るべく早期発見に努めるという姿勢が必要ではないかと思います。たしか高額ではあり

ましたが、有効だと聞いております。

そして、早期発見がわかったときに、急に認知症と言われるようなことでは、心の準

備期間がないので大変でしたけれども、聞いてわかったほうが前向きに取り組んでいけ

ると、そういうふうな感想をこのごろ述べられる方が多くなりましたので、どうぞタッ

チパネルについてきちんと検討していただきたいと思います。その辺についてはいかが

でしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 利用の状況、現場の状況ということで、担当のほうから述べさ

せていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議員御指摘のタッチパネルについてでございます。タ

ッチパネル、現在使っているものを導入しまして数年がたっておりまして、そろそろ更

新の時期を考えているところでございます。そのタイミングも合わせまして、造設も含
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めて、導入について前向きに検討はしていきたいと思っております。何分、議員も御指

摘のとおり若干高額でございますので、ちょっと検討のほうをさせていただきたいなと

いうふうに思っているところです。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） それからもう一つ、今、新しい情報で、認知症機能低下

などについてフレイル予防という言葉が出てきました。御存じでしょうか。日本老年医

学会は、体や脳などの機能が衰えても改善できる状態をフレイルと名づけて、やはりそ

れが要支援状態とほぼ重なるんですけれども、食事や運動を中心に適切な指導を受ける

ことで要介護にならずに済むという、そういう取り組みだそうです。それはやはり大山

町でもきちんと取り組んでいただきたいと思うんですけれども、そういうフレイル予防

という言葉が出てきましたので、研究していただきたいと思います。

その中に、この間、広報だいせんの中に、認知症の予防についてということで、大山

口診療所の久野先生が提言しておられます。これ、いい記事でしたので、でもせっかく

提言しておられても、忙しくて読まなかったり見過ごしたりしている方もおられると思

うんですけれども、こういうせっかくいい提言されていたら、これを大々的に皆さんが

大山町で実践していただければ、また認知症の方も少なくなり、介護保険も少なくなる

という仕組みになると思いますので、ちょっと読ませていただきます。（資料を示す）

まず、認知症の予防については、睡眠が必要である、健康的な睡眠。で、その次に栄

養です。栄養について、青魚やブロッコリー、コマツナと書いてあります。大山町でと

れる魚はアジもありますし、アゴもあります。そしてまたブロッコリーも大山町特産で

すので、これを町民挙げて頑張って取り組まれて、認知症が数が一番少ない大山町とか、

そういうふうになればいいなと思うんですけれども、やはりきちんと、せっかく提言さ

れていますのに……。また目が覚めました。

○議長（野口 俊明君） 西尾議員、携帯は外に持って出ておいてください。

○議員（12番 吉原美智恵君） というところで、ブロッコリーと青魚の摂取を頑張って

しようとかって、私たち自身、大山町民が実験台となって、よく健康食品とかに推薦す

るには医学会が難しいとか、そういうことを言われますけれども、私たち自身がきちん

と実験台になって、ブロッコリーも毎日食べて、青魚も食べて、大山町特産のもので認

知症予防ができますよという仕組みはとてもいいんじゃないかと思いますので、これも

町を挙げて取り組んでいただきたい。やはり言ってないと、ただ書いてありますよだけ

だったらなかなか大山町全体の取り組みにならないと思いますので、本当にいいことだ

なと思って読ませていただきました。あとは運動です。運動は、また大切でありまして、

それぞれ自分に合った運動をすることと書いてあります。そんな中でスポーツ奨励があ

るわけですけど、これは今、問題外ですので追求しませんが、何かにつけて大山町民が

一生懸命それなりに取り組んでいくことが認知症の予防につながり、認知症発生率が一
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番少ないとか、また健康寿命は長野県が一番ですけれども、とにかく大山町も頑張って

健康寿命を延ばすとか、そういうところで有名になればいいなと思っておりますが、い

かがでしょうか、町長。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 吉原議員より、健康づくりの話をいただきました。先ほどの杉

谷議員の中の健康づくりの中でもお話をいたしましたけども、議員御指摘のように私も

同様に思っております。食の問題と、そして運動の問題と、その取り組みをしっかりと

やっていく中での健康づくり、健康寿命の伸ばしていくということであろうと思ってお

ります。

健康づくりを進めていく中での啓発活動というのは非常に大切なことでありますし、

先ほども述べさせていただいたところであります。そうした啓発活動等々の推進の中で、

この認知症に向けての食運動、そうしたことも加えながら展開できたらなというぐあい

に思っているところでありますので、よろしくお願い申し上げます。

○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 今、施策の問題で、いいことだなということで、取り組

んでいくということでしたけど、これは本当に、何といいますかしら、本気でというか、

とことん取り組むなら取り組むということで成果を、やっぱりある程度頑張って取り組

めば成果が上がってくると思います。

例えば、認知症の問題ではありますが、とりあえず健康寿命という点では長野県は確

かに１番ですけれども、それになるまでには地道な取り組みが１０年ぐらい続いており

ます。初めは、公民館、一生懸命病院の先生と、それから介護の、介護課の方というか、

職員の方とかと一緒に１軒ずつ回ったそうです、ずうっと公民館とか、そういうところ

を。中で、初めは、ああ、いい話を聞いたなといって、その後にお茶受けに野沢菜がた

っぷり出てくる、そういうことを何年かあったそうです。それで、それを地道な取り組

みをずっと続けて、町民運動にしていって、じゃあ講演の後にはお茶受けはリンゴが出

てくるとか、そこまでなってだんだん成果が上がったそうですので、とにかく本腰とい

いますか、とことんやっていただきたいと思います、やるときには。

ですので、どこの課というのは健康か何かわかりませんけれども、社会教育課はスポ

ーツの点でとか、そういうところできちんと町民の健康に対して役場を挙げて頑張るん

だと、何か一つ目標を持って、さっきのシニアの活用でもありますけれども、特徴を持

ったらそれをちゃんとやって、とことんやっていく。関係ない課長さんもおられるかも

わかりませんが、町民運動としてみんながやっていく。行政にかかわっている私たちも

ですけれども、やはり見本を示しながら、実際に数字を出すのが大事かと思います、最

後には。ですので、取り組んでいけば健康寿命か認知症予防か、どっかで大山町が数字
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が出てくると思いますので、本当に本腰を入れてとことん実現していただきたいと思い

ますが、その点について、町長、どうでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 健康づくりについて、長野県の事例も少し述べられたところで

ありますけれども、長野県は医療費の額も非常に低いということもございます。議員お

っしゃいましたように、健康づくりに向けての地道な活動の成果が今あるというぐあい

に認識しておりますし、私自身も議員がおっしゃるような形の中での取り組みが必要で

あろうと思っておりますが、ただ、大切であると思っておりますのは、長野県の一例に

おきましても、１０年ということではなくて、２０年、３０年の長いスパンの中での取

り組みで実はございます。本町におきましても、中山、名和、大山、それぞれ本当に５

０年代、あるいは６０年代の時代の中でも、女性の方々を中心にして食生活の改善の取

り組みであったりとか、あるいは健康づくりの関係の取り組みであったりとか、旧大山

でありますれば、三色会であったり愛育会と、委員会というような、愛育会というよう

な制度があったりしておりますけども、そうした地域に根差して活動しておられる方々

がリーダーとなって、さらに集落の中の方々へのいろいろな啓発活動、取り組みを地道

に進めてきてこられたという経過があります。多分これは長野県においてそうしたこと

を着実に進めてこられた経過があると思いますし、私の知っている中では、そうした食

ということと同時に、大山町でいきますれば３Ｂ体操というような運動がありますけれ

ども、介護予防に向けての運動、そうしたものも取り入れられて、そうした集落の中で

の、あるいは地域の中での推進をされるリーダー的な委員さんが、地域の健康づくりに

対して非常に力を発揮しながら、組織活動として、地域活動として取り組んでこられた

という経過があります。

議員おっしゃいますように、いろいろな取り組みを進めていく中では、当然行政もそ

うした取り組みを積極的に進めていかなければなりませんけれども、あわせて地域の住

民の方々にこういった健康づくりについての取り組みをさらに意識を高めていただいて、

地域の中でのリーダー、あるいは組織活動、そうしたことにつなげていかなければなら

ないと思っております。担当課のほうにもそうした活動に向けて少しずつ強化していこ

うということで、実は食生活改善推進員さんの役員さんのほうに、この秋ごろになると

思いますけれども、長野県のほうのそうした先進事例に視察研修をしていただいて、取

り入れるところから取り入れていかいやと、組織活動の基本をもう一つ勉強して取り組

めれたらなというような計画もしているところでありますし、この予算については当初

予算の中で議会のほうの御理解もいただいたりというところであります。

健康づくりにつきましては、行政と、あるいは地域の住民の皆さん、同じような思い

を持って動いていくということが必要であると思っておりますので、そうした活動を目

指していきたいなと思っております。
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○議員（12番 吉原美智恵君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 吉原美智恵君。

○議員（12番 吉原美智恵君） 食生活改善推進員さんへの期待もよくわかります。実際

にたくさんの人数が受けてなっておられます。実際に、私の村にも食改さんはおられま

す。で、そういうところの生かし方というのは、自分たち自身も能動的にならないとい

けないと思いますけれども、やはり仕組みの中で、例えば私などは今のふれあい支援事

業の中で食改さんを呼んで指導していただいて、認知症予防のための御飯つくりという

か、減塩食とか、そういうことをしましたけれども、それはそれとしまして、今、町長、

望洋として言われるんですけど、全てにいいというのは全てに特色がないということで、

何かやっぱり一つ、じゃあこれを頑張るんだといって今私が提案したのは、認知症予防

で久野先生がこういうことをしましょうと言われたら、それについて何かみんなで取り

組んでいく仕組みというかね、その特色づくりというか、全部にいいことは全部にそん

なに大したことないんですよね。ですので、わかっているんです。食改さんの仕事もよ

くわかっていますし、認知症予防というのはこういうことだよってサポーターもふえて

きました。

実際に、じゃあ何を頑張るか。とりあえず、じゃあ食について頑張ってみようとか、

そういう何か特色というか、みんなで取り組むというところで、大山町の引っ張ってい

くということを私申し上げたかったので、たまたま大山町はブロッコリーも出ますし、

青魚も出ますということで、それについて食改さんの協力も必要ですけれども、とりあ

えず行政のほうでもっともっと広報でもアピールするとか、そういうことが必要ではな

いかということで、食改さんの仕事とかは理解していますし、それは当然のことだと思

います。ですので、アピールの仕方ですけど、じゃあ認知症予防についてもサポーター

制度はこれぐらいの人数があるので、これぐらいまで受けてもらいましょう、小学生か

ら中学生まで、とりあえず小学生も認知症のサポーターの教室も開いているみたいで感

心しておりますけれども、そういうふうに何か目的を絞ってぼんとアピールして、みん

なで一つになって頑張るぞみたいなところが要るんじゃないかと申し上げているわけで

す。最後にそのことを質問いたします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 健康づくりの中の一つとしての認知症があるのかなと思ってお

ります。一つのテーマを掲げて、認知症ということの中でやったらどうかという提案か

なと思って伺っておるところでありますけども、健康づくり、健康長寿あるいは大山町

が抱えております医療費の非常に高い状況、この解消ということで杉谷議員のときにも

申し上げたところであります。健康づくりをしっかりと町民運動としてやっていこうと

いう捉え方の中で、私は食生活、生活習慣、食生活とそして運動ということのテーマを

掲げながら進めていくべきであろうと思っております。担当課のほうにもいろいろと話

－７６－



し合いをする中で、町報を活用して、健康づくりをテーマとしてシリーズで取り組みを

していこうやということで話し合いもし、この町報を活用しての発信もできるものと思

っております。

総じて取り組みを進めていく中では、おっしゃいましたように町民総運動的な思いの

中でしていかなければ、やはりたくさんの方々に浸透していかないだろうなと。関心の

ある方々は、本当に健康に対して食を、あるいは運動を、一つ一つ自分の体をチェック

しながら、楽しみながらやっておられる方々もたくさんおられます。ただ、一方では、

本当に一番大切なことなんですけれども、そこの部分に対しては余り意識を十分持って

おられない場面も、方々もあるのかなと思っております。できるだけたくさんの方々に

といいますよりも、関心を持っていない方々にしっかりと関心を持っていただいて、自

分の健康は自分が関心を持ってまずつくり上げていくんだという町民の健康づくりへの

運動、そうしたものを展開してまいりたいと思いますし、その中の一つとして、まずは

町報を通じてそうした啓発的な取り組みをしていく計画をしておりますので、まずはそ

こから進めていきたいというぐあいに思いますし、あわせて、認知症ということにつき

ましても触れさせていただきたいというぐあいに思っております。以上です。

○議員（12番 吉原美智恵君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで１２番、吉原美智恵君の一般質問は終わりました。

○議長（野口 俊明君） 次、１番、加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） そうしましたら、財政制度等審議会の試算についてとい

うことで質問をさせてもらいます。

私がこの質問を選んだ理由は、４月から５月にかけて、町民の皆さんもよく御存じだ

と思うんですけども、まず人口の問題、それから年金の問題、で財政の問題と、この３

つの暗い将来に向けての試算が出されましたけれども、その３つの中でこの財政制度等

審議会の試算については、余りメディアで取り上げられなかったという意味で、この質

問をさせてもらいます。

４月２８日、財政制度等審議会は、政府が今の財政健全化目標を達成できたとしても、

その後、一段の収支改善策を実行しなければ、国と地方を合わせた債務残高は、２０６

０年度には今の６倍を超える８，０００兆円余り膨らむという試算を初めて示しました。

実質で２％程度、名目で３％程度と高目の経済成長が続き、政策に充てる経費を税収

などで賄えるかを示す基礎的財政収支を２０２０年度に黒字化する今の財政健全化目標

を達成できたとしても、高齢化で医療や介護といった社会保障費がふえ続けることなど

から、現行の制度のままでは２０６０年度の国と地方を合わせた債務残高は、今の６倍

を超える８，１５７兆円に膨らむとしています。

この場合、ＧＤＰに対する債務残高の比率は、現在の１．６倍の約４００％にまで達

することになり、財政危機の発生を防ぐためにも、債務残高の比率を速やかに下げてい
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くことが不可欠だとしています。

そして、今の財政健全化目標の後、２０２１年度から２０２６年度の間に集中的に基

礎的財政収支を改善させる場合、２０６０年度の債務残高の比率を現在の水準に近い２

００％に抑えるには、６年間でおよそ３０兆円の収支改善、比率を１００％にまで下げ

るには、およそ４５兆円の収支改善が必要だとしています。

財政制度等審議会では、このままでは将来世代に極めて重い負担を背負わせることに

なるだけに、国や自治体は歳出の大胆な見直しや、さらなる増収策に早急に取り組むこ

とが必要だとしています。

以上の報告から考えますと、交付税も相当な減少が予想されます。この試算について、

町長はどのように感じられましたか、また、どう対応していかれますか、考えを伺いた

いと思います。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 加藤議員より、１問質問をいただきました。財政制度等審議会

の試算についてということでありまして、お答えをいたしたいと存じます。

４月２８日に公表された財政制度等審議会による我が国の財政に関する長期推計は、

先ほど加藤議員が述べられましたように、その試算の期間や試算結果の内容につきまし

て、余りにも想定した期間を長期として試算をしたために、国おける財政運営について、

現状のままの財政運営では大変なことになるということは感じられるところであります

が、実感として感じることができないという方が多かったのではないかというぐあいに

思います。

今回の試算は、５月３０日に財政制度等審議会から、財務相に提出された報告書の資

料としてあわせて提出されております。今回の試算の目的は、安倍内閣が２０１３年８

月に中期財政計画で掲げた財政健全化目標のうち、国、地方を合わせた基礎的財政収支

について、２０２０年度までに黒字化、その後の債務残高（対ＧＤＰ比）の安定的な引

き下げを目指すと明記されておりますが、２０２０年度以降に債務残高（対ＧＤＰ比）

を安定的に引き下げるためには、どの程度財政収支を改善すればよいかがまだ具体的に

示されていなかったため、我が国では社会保障⋞税一体改革を実行することを見越して、

財政の持続可能性を具体的に分析をするために、我が国の財政状況と政府債務に関する

長期的な動向を分析をして、財政収支改善がどの程度必要なのかを指標で示すことを目

的として試算をされたと伺っているところであります。

我が国の借金は、平成５年以降急激に増加をいたしておりまして、平成２１年度以降

はさらに増加をし、平成２５年度末では借金の額が７７０兆４，０００億円、地方を合

わせた場合に約１，０１０兆円になるという見通しとなっております。財政の健全化は

喫緊の課題でありますが、今回の試算とともに、財政健全化を進めるためには地方財政
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面だけではなくて、社会福祉、医療全般、国民負担の面において大きな改革が必要にな

ると思われ、今後この報告書をもとに、国を挙げて議論がなされるものと考えるところ

であります。

今回の財政制度等審議会の報告では、景気回復により地方税収増が見込まれることな

どを背景に、次年度の地方財政計画の歳出特別枠の廃止などが提言されているところで

あります。これに対し総務大臣は、６月３日の記者会見で、性急な議論に対し疑問を呈

されているところでありますが、この問題は平成２６年度予算編成に当たっても大きく

取り上げられるものであり、平成２７年度の予算編成においても議論されることになる

と考えております。

地方財政の面におきましても、今後その影響は生じると思われますけれども、本町で

はこれまで平成２７年度から始まる合併算定がえの終了による地方交付税の逓減に対応

するため、平成１８年度から第３次にわたり行財政の集中改革プラン、これを策定をし

て、指定管理者制度の導入や給食センターの業務の委託、職員の適正配置など進めてき

たところでございます。ここ数年は、政府の経済対策を活用するということで、財政調

整基金などを取り崩すことなく円滑な事業実施を進めることができ、また、基金の積み

立ても行ってきている状況でございます。地方交付税制度につきましては、全国におい

て合併市町村に対する地方交付税の算定がえが終了するため、その影響の大きさから現

在、国において地方交付税、その制度改正が検討されているところであり、次年度以降

の状況が見通せないところであります。また、学校施設や公民館の老朽化、あるいは下

水道施設の長寿命化に対する取り組み、あるいは防災無線のデジタル化、さらには突発

的な災害の発生に対する対応など、今後も町として財政的な負担がかさむものと思われ、

基金の活用も迫られるものと考えているところであります。

本町におきましては、今後も行財政改革を進めるとともに、中長期の財政計画を策定

をし、また、毎年度の予算編成に当たりましては、財政推計を行いながら、継続的、そ

して安定的な財政運営を進めてまいりたいと考えているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） どこからいきましょうか。ほかのね、議員さんがですね、

３月の一般質問でされた内容に対する答弁なんですけれども、同じようなことが今回の

答弁にも書かれてますけれども、基金の活用で老朽化に対応していくんだというような

ことが答弁にありますけれども、これはさきの一般質問でされた、近藤議員がされた内

容に対してスリム化を図るということとかに相反することではないかなと、私は思うん

ですけれども、どのように考えておられますか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 行財政改革を進めていく、いろいろな取り組みを進めていく中

であっても、先ほどの最初の答弁のほうで答えさせていただきましたけれども、合併算

定がえ、そうしたものを想定をする中で、基金の活用、これが迫られてくるものである

というぐあいなお答えをしたところであります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） そうしますと方向性として、本町では、何というんです

かね、先細っていく、そういう町を目指していくのか、今後もしかしたら人口がふやせ

るかもしれない、そういう町を目指していくのかという考えになったときに、我々は、

その基金の使い方だと先細りを選択されるんだなというふうに見えるわけですが、いか

がでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 国の今の状況を見る中で、人口減少、これは国レベルにおいて

も避けて通れない状況にあるということであります。人口が減るということでは、経済

のパイが、消費人口が減るということでありますので、そうした動向の中で対応してい

くという、そういったことを想定をしながら対応していくということであろうと思って

おります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） もちろん国全体としても、人口減少に立ち向かっていか

なければいけない、そういうふうな税制だとか子育て支援だとかが確立されるのが一番

いいことだとは思いますけれども、町でもできることというのはあるんじゃないでしょ

うか。どのようにお考えでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） できることを、今、一つ一つ進めているところであります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） そういうふうな前向きなお気持ちを持たれておられるの

でしたら、例えば基金の使い道としては、国交省が推進をしている都市機能を集約する

ようなコンパクトシティーの構想を進めるために使うだとか、もしくは若者定住支援に

固定資産税を減免する、その財源に充てるだとか、もしくは企業誘致に大きな金額を充

てるだとか、そういうような使い道を考えられないでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 企業誘致等、そうした使い方をしているところであります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） この試算についてですけれども、専門家は……（「マイ

クが入っていませんよ」と呼ぶ者あり）専門家は徹底的な成長戦略と社会保障を中心と

した歳出のカット、さらには増税というものを同時並行にやらなければ、日本はやって

いけなくなるというふうに話しておりますけれども、国としてもちろんそれはやってい

ただかないといけれないんですけれども、市町村の単位でも歳出のカットと成長戦略の

２つは可能ではないかと思うんですが、町長は歳出のカットを具体的にどのように行お

うとされているのでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） これまでいろいろ取り組みをしておりますので、担当より答え

させていただきます。

○総務課長（酒嶋 宏君） 議長、総務課長。

○議長（野口 俊明君） 酒嶋総務課長。

○総務課長（酒嶋 宏君） 歳出のカットということですけれども、町長の答弁の中で

述べておりますけれども、平成１８年度から行財政の集中改革プランということで、３

次にわたって計画をつくっておりまして、そういうものの中で指定管理制度の導入、給

食センターの業務の委託等をやっております。それから、昨年度から事務事業の見直し

というようなことで取り組みをしております。そういうような中で、今まで必要だった

事業においても、効果の薄れた事業は縮小、廃止、それから新しい取り組みをしていく。

今、総合計画の中で新しく１０年の計画をつくっていただいておりますので、そういう

ような中で、新しい取り組みをやっていただくというようなことで考えております。

（「職員数」と呼ぶ者あり）

済みません、それから職員数につきましても、合併時２６８名だった職員数が、今年

度で２１２名になっております。以上です。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） 丁寧に説明していただいたんですけれども、私が聞きた

いのは、今後の話を聞かせていただきたい。今後、どのように具体的な数字として、何

人とかという話でなくても構いません、何割職員を削減するだとか、この部門で歳出を

カットしていくだとか、そういう具体的な議論はされているんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ２６年度の予算編成に当たって、昨年の秋あたりから担当課含
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めて将来の、特に大型事業の必要な動向、こういったことを調査をしたり、あるいは各

課から出させたりということで、そういった特に大きな事業についての必要性あるいは

事業の推移というものを把握したり、調査しているところであります。そうしたことを

踏まえながら、逆に現在の予算規模の中でどれぐらいまで絞っていかなければならない

のかというような協議、あるいは研究、検討しているところであります。特に、２７年

度からということでありまして、２６年度から当初予算の中でもお話をさせていただき

ましたけれども、事業を進めていく中での上限の設定、あるいは進めていく中での期限

をつけての施策的なもの、そうしたことをまずできるところからやり始めているという

ところでありますし、来年から５年間をかけて額が交付税の算定がえということでござ

います。５年目に、今の試算でいきますと１０億円程度の減額ということになります。

単純な計算をしますと、来年２億、４億、６億、８億、１０億という数字が出てまいり

ます。５年間で３０億という金額に実はなってまいります。そうならないように、国の

ほうへもそうした財政的なことへの要望を、特に合併市町村での要望活動等もしている

とこでありますけども、そうしたことが基本的に想定されている現状がありますので、

今述べたようなことを踏まえながら、これからもさらに詰めていくと同時に、各課から

出てくる事業も、年によってやっぱり住民の皆さん方からのお声や、現場での状況の中

での事業費の増減があります。そうしたことも単年度的にも把握をしながら対応してい

かなければならないということでありますので、まさに選択をしながら、あるいは集中

をしながらということが求められてくるというぐあいに考えているところであります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） 合併算定がえ減額されていく、そうならないように、と

いうふうなお話をされましたけれども、そうならないようにということになりますと、

さきにお話ししました２０６０年度には８，０００兆円、これじゃ足りなくなってしま

うんですよね。ですので、実際にはもっと多くの交付税がカットされていくんではない

だろうかというふうに我々は心配しておるところですけれども、そうなっていったとき

に、やっぱり削るべきところは削らないと、ないものは出せないわけで、そうなってい

くことももちろん想定はされておられますよね。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 要望活動としてお伝えしたというところでありますし、将来に

向けての減額ということは、議員御指摘のとおりであると思っております。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） それからもう一つ、３つの同時並行的にやらなければい

けないことで、成長戦略という話がありましたけれども、本町で成長分野への事業だっ
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たり投資だったりとか、その成長分野をどのように町長はお考えでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 成長という視点の中でいろいろ捉え方、考え方もあろうと思っ

ておりますけども、１点は成長という意味合いからすると、経済的な視点であるかなと

思っております。経済ということでありますれば、本町の柱であります農業あるいは水

産業、林業もそれに加わってくると思いますし、観光業という視点があろうと思ってお

ります。また、企業の活動ということもあります。そうした経済的な活動への考え方。

もう一つは、やはりここ大山町には海から山まであるという自然のいろいろな大山の

恵みがあります。歴史、文化もあります。いろいろなそうしたものの中で生活する者と

しての心の豊かさ、そうしたものも私たちの大切な財産として、あるいは私たちが誇る

べきものとしての成長の位置づけにあってもいいのではないかなと思っているところで

あります。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） はい。確かに言われるように、後半の歴史や文化、それ

から心の豊かさ、これは非常に大事なことだと思います。ですけれども、前半部分のち

ょっと経済について触れさせてもらいたいと思いますけれども、町長は農林水産業、観

光業も含めて上げられましたけれども、日本という国は何十年にもわたって国策として

農業を支えてきたわけですけれども、いまだに成長分野にはなれておりません。それは、

就農者の人口に対する３９歳以下の数字でわかるんですけれども、国全体として見たと

きに、３９歳以下の就農者はわずか４％しかおりません。で、多くの税金を投入してい

るにもかかわらず、そのような状態。で、観光業に至ってもそうですけれども、観光客

を呼び込むのはいいんですけれども、迎える側に後継者がいなかったり、そういう商工

業に新しく参入しようという若い力がなかったりというのがあるんですけれども、この

ような現状をどのように乗り切っていかれるおつもりでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 現状ということ、どうして乗り切るかということであろうと思

っておりますけども、加藤議員もなりわいとして漁業の世界におられると思いますけれ

ども、やはり生活をしていく中でのなりわいとして、実際は生活をしておられる方々が

あります。農業でもなりわいとして生活しておられる方もあります。観光としてもあり

ます。全体的な経済の沈んでいく流れの中で、非常に難しい、あるいは就業、就農、そ

うした方が少ないという現状があろうと思っておりますけども、国の成長戦略の中にも、

実は農業の捉え方が農業分野においての視点があります。その手法については、いろい

ろ御議論もあろうと思っておりますけども、私も農業にかかわった者として、農業で生
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活をしていく、その魅力と可能性は非常に強いものがあると思っております。

それぞれの農業、林業、観光業、自分でやってみたいという思いの中で一生懸命汗を

して、なりわいとして生活をして、あるいは家族を養っていくということは、非常に大

切なことでありますし、そこに私は魅力があるからこそ産業があるのだと思っておりま

すので、時代の流れの中で非常に厳しい、あるいは斜陽化というような表現があるかも

しれませんけども、私は決してそういうことに流されることなく、農業であり、漁業で

あり、観光業であり、自分の生きざまとして、なりわいとしてやりがいを持っていく産

業としての位置づけとしても、この大山町の今の基幹産業あるいは観光業、大切なもの

として、柱としていくように頑張っていきたいと思っております。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） 実は、何でこの話をしたかといいますと、農業が成長産

業にならない理由というのが、農業を守るために税金が使われているからです。実際、

我々漁業の世界では、数年前に起こった燃油高騰でイカ釣り漁船がかなりの数廃業しま

した。それから数年、今の燃油価格はその当時とほぼ変わりません。しかしながら、廃

業しようというイカ釣り漁船は全くおりません。それはなぜかと。その当時に淘汰をさ

れて、生き残った人たちが価格が上がったことで乗り越えられるようになったからです。

農業も同じことが言えるのではないでしょうか。質問です。もうちょっと、じゃあもう

わかりやすく。農業もそのような競争にさらされることが必要なのではないでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 日本は、自由競争の、競争の中にあります。そうした競争の中

でそれぞれの産業が今も続いているものというぐあいに承知しております。ただ、その

中でいろいろな国の施策としての補助であったりとか、育成の支援であったりとか、そ

ういうものはどの事業、分野においてもあるものと存じます。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） 何が言いたいかといいますと、ちょっと農業にかかわっ

ている予算が多過ぎないかと。その分を企業誘致とか、今の若い世代がついている職種

に回せないもんだろうかと。それをしていかないと、若い世代がつきたい職業がないの

に、若い人に定住支援だとかできないのが現実ですよね。なので、やはり農業にかなり

の金額が使われている。例えば、その３分の１でも企業誘致に充てたら、どれだけの企

業が進出してくるんだろうって我々は簡単に考えてしまうんですけれども、そのような

ことは不可能なのでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） ちょっと質問の意図が十分わかりませんけども、国の施策の中

で今動いているものと思っております。

○議員（１番 加藤 紀之君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 加藤紀之君。

○議員（１番 加藤 紀之君） ちょっと私も曖昧な感じで質問をしてしまいましたけれ

ども、そしたらもう一つ最後にですけれども、こういった厳しい試算、厳しい将来展望

がある、こういう現実が未来づくり１０年プランの素案策定委員メンバー一人一人にき

ちっと示されるべきだと思うんですが、そのあたりはどうなっておりますか。

○町長（森田 増範君） 議長、済みません。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 未来づくり１０年プランの取り組みの中でありますけれども、

この取り組みをスタートするに当たって、委員の皆さんのほうにもお世話になっている

Ｓｔｕｄｉｏ－Ｌあるいは担当課のほうから、財政の状況あるいは人口減少の状況、そ

うしたことを伝えております。そうしたことを想定をする中で、いかにしてこのプラン

をつくっていくかということでありますし、特にプランづくりと実践ということを強く

掲げてお願いをしておりますのは、行政のほうからいろいろな取り組みをプランとして

出していっても、それを実らせていくにはいろいろなエネルギーが要りますし、行政だ

けでできる時代ではないと思っております。民間の方々のお力をいただいたり、あるい

は住民の皆さんの、町民の皆さんのお力をいただく中での一体的な活動や取り組みがあ

ってこそ実っていくものと思っております。財政が減じていく方向性の中では、やはり

あらゆる方々との連携、一体的な取り組み、それがあってこそ一つ一つが着実に実って

いくものと思っております。

そうした視点の中で、未来づくり１０年プラン、今、若い方々も、あるいは年配の方

々も一生懸命議論をし、会場は本当に熱い思いの中で進んでいるところであります。こ

の取り組みが本当に将来に向けての大切な大切なプランづくりの今、一歩一歩を進んで

いるということで、期待をし、また皆さんのお力添えも、町民の皆さんの参画もこれか

らお願いしたいというぐあいに思っているところであります。以上です。

○議員（１番 加藤 紀之君） 終わります。

○議長（野口 俊明君） これで１番、加藤紀之君の一般質問は終わりました。

ここで休憩いたします。再開は１５時４０分といたします。３時４０分に再開いたし

ます。

休憩します。

午後３時２７分休憩

午後３時４０分再開

○議長（野口 俊明君） 再開いたします。

－８５－



先ほどの町長答弁について、訂正の申し出がありました。これを許します。

森田町長。

○町長（森田 増範君） 議長。こちらでよろしいですか。先ほど加藤議員の質問の中で、

冒頭にお答えをさせていただきましたが、その中の数字のほうが異なった表現をいたし

たようでございます。訂正をさせていただきます。

全文は省略させていただきますが、財政制度審議会の試算についてという中で、今回

の試算は５月３０日に財政制度等審議会から財務省に提出された報告書の資料として、

あわせて提出されていますということが正解でございまして、「４月３０日」と言った

ようでございますので、「５月３０日」ということでよろしくお願い申し上げます。

もう１点、我が国の借金は、平成５年以降急激に増加をしており、平成２１年度以降

はさらに増加をし、ということで述べさせていただきましたが、「平成５年」というと

ころを「２５年」と言っておったようでありますので、この点についても訂正をさせて

いただき、「平成５年」ということでよろしくお願い申し上げます。ありがとうござい

ます。

○議長（野口 俊明君） ただいま町長より発言の訂正について申し入れがありました。

これを許可することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野口 俊明君） 異議なしと認めます。したがって、町長の訂正どおりに訂正す

ることにいたしました。

○議長（野口 俊明君） 一般質問に戻ります。

次、７番、大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。日本共産党、大森正治です。

今回、３問通告しておりますが、いずれも国政問題に関する質問でございますが、こ

れについてちょっと前置き的にお話しさせていただきますと、このことについて同僚議

員の中にですね、この国政問題を扱うことにいぶかる議員さんもおられますが、私はね、

とても重要なことだと考えております。なぜなら、国政の問題というのは、地方の我々

住民の暮らしに直接結びついてくるからであります。町長は、自治体のトップとしまし

て、住民の暮らしを守り、安心⋞安全を保障する責任があります。その点から、町長の

誠実な答弁を求めるものであります。

そこで、まず１問目ですが、集団的自衛権の行使容認をどう考えるかということにつ

いてであります。

今、自民党、安倍政権は、憲法の解釈を変更して、つまりこれ憲法９条の解釈を変更

してということですが、集団的自衛権の行使容認を今の国会会期中にでも閣議決定しよ

うと躍起になっています。これは日本が攻撃を受けなくても、同盟国、つまり実際には

アメリカになりますが、これが他の国から攻撃を受けたときに、日本の自衛隊も出かけ
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ていって武力行使ができるようにしようというものであります。つまり、海外でアメリ

カと一緒に戦争ができる日本にするということでもあります。このことは、憲法９条に

違反するものであり、歴代の自民党内閣、これは一貫して集団的自衛権行使を容認して

こなかったわけであります。ですから、世論調査を見ますと、集団的自衛権行使容認に

反対という人が半数を超えております。また、自民党内部からも批判や反対の声が上が

っています。

例えば、野田聖子政務会長は、雑誌「世界」の中で、人を殺す、人が殺されるかもし

れないというリアリズムを語るべきだと批判し、また、自民党元幹事長の加藤紘一さん

は、集団的自衛権の行使容認をすれば、アメリカの要請で自衛隊が地球の裏側まで行く

ことは十分に想定される。集団的自衛権の議論は、やり出すと徴兵制まで行き着きかね

ない。行使を容認したいのなら、憲法解釈の変更などという軽い手法ではなく、正々堂

々と改憲を国民に提起すればいい。立憲主義は守るべきですというふうに集団的自衛権

行使容認に反対しておられます。

ところが、安倍首相は、そうした世論や国民の声を全く無視するかのように、強引に

一内閣の判断で憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認に向けて、与党の公明党を

巻き込みながら、まさに暴走をしております。

もし安倍首相のもくろみどおりになれば、憲法９条はなきもの同然になり、日本の国

の形が根底から覆されることになります。これまで自衛隊が海外に出るようになってか

らでも、憲法９条が存在するがために、日本は武力行使をしなかった。だからこそ世界

の人々は、日本を信頼してきたのです。それが、集団的自衛権を行使するようになれば、

戦後７０年続いてきた平和国家としての日本の信頼は失墜するでありましょう。また、

憲法９条のもとでも個別的自衛権はあるという解釈で存在してきた自衛隊でありますが、

集団的自衛権の行使によって自衛隊員が海外で殺し、殺されるようになれば、もはやそ

の存在は軍隊に変貌します。完全に戦前回帰の日本です。これが自民党、安倍首相の言

うところの日本を取り戻すということなのでしょうか。このような事態は、自衛隊募集

などの業務を受け持っている地方自治体にとって、看過できないことと考えます。

そこで伺います。１つ目、集団的自衛権の行使容認について、町長はどうお考えでし

ょうか。町長は、住民の命と暮らしを守る責任者として、反対の声を上げるべきではな

いかと考えますが、いかがでしょうか。

２つ目、もし集団的自衛権行使容認ということになれば、憲法を尊重し、擁護する義

務を負う公務員、自治体として、今後自衛隊に関する業務はどうするお考えでしょうか。

以上です。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大森議員より３点の質問をいただいております中の１点目、集
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団的自衛権の行使容認をどう考えるかということにつきまして、お答えをさせていただ

きたいと存じます。

自衛隊に関する憲法解釈、集団的自衛権の取り扱いにつきましては、現在、政府⋞与

党で協議が進められており、また、野党においても賛否の意見が交わされているところ

であります。有事の際に国土や国民を守るためにどのような対応が必要か、憲法で定め

られた中でどのような対応がとれるのか、とれないのかなど、平時から議論を深め、国

民共通のコンセンサスを図ることは必要なことであると考えます。

政府⋞与党におかれましては、これまでの憲法解釈の範囲で対応できないか、解釈変

更が必要か、また現在、集中的に協議を進められているところでございまして、今後ど

のような方向に進むのか、まだ私にはわかりかねる状況であります。ただ、どのような

内容にせよ、国民に対してわかりやすく丁寧な説明をしていただき、十分な理解を得た

上で行われることを望むものであります。

有事につきましての議論を深めるということは必要なことでありますが、自衛隊が外

国との紛争において出動するというような事態を招かないことが最も重要なことである

と思いますし、自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべき

であると私は存じます。また、政府におかれましては、これまで平和を希求してきた日

本が戦闘に立って武力による紛争解決ではなく、外交努力による解決に寄与できるよう

尽力されることを望みたいと思います。

次に、憲法を尊重し、擁護する義務を負う公務員として、自治体として、自衛隊に関

する業務はどうするかという質問でありますが、自衛隊に関して地方自治体が担う事務

は、自衛隊法、地方自治法などに定められたものであり、これらの法に従って業務を行

うものであると考えております。

自衛隊の任務は、国防だけではなく、近年、地震や台風など災害時の救援活動など多

岐にわたっており、国防だけではなく防災面においても非常に大きな役割を果たす存在

であり、国民にとってなくてはならない組織であると考えております。そのような組織

である自衛隊に関する事務を行うことは、自治体の重要な責務であると考えているとこ

ろであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。また、教育委員会のほうにも質問いただいて

おりますので、教育委員長のほうからお答えをさせていただきます。（発言する者あ

り）失礼いたしました、私の勘違いでございます。失礼いたしました。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 大体予想したような答弁だったと思いますが、ただ、私

は評価したい面があります、今の答弁で。どこかといいますと、紛争を戦争にしない、

そういう視点に立っていらっしゃるなという点です。つまりこういうふうに答弁されま

したが、「政府におかれては、これまで世界平和を希求してきた日本が、戦闘に立って
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武力による解決ではなく、外交努力による解決に寄与されるよう尽力されることを望み

たいと思います」ということは、これは町長自身の考えでもあろうかというふうに把握

したいと思っております。

本当にこの視点というのが必要だろうと。これで日本は世界の人々から信頼を得てき

たというふうに思います。これが憲法９条のもとでの戦後日本のあり方であったという

ふうに私は考えております。そして、多くの方も、多くの国民もそういうふうに考えて

いると思うんですね。だからこそ、今、安倍政権が出してきたこの集団的自衛権の行使

を容認するんだと、憲法解釈を変えてですね、そして海外でこれは武力行使ができると

いうことですから、わかりやすく言えば。いろいろと安倍さん言っておられますけども、

限定的とか最小限とか。結局は海外でも武力行使ができるということは、戦争ができる

国になってしまうという非常におそれが強いというものですので、だから大きな問題に

なっているんですよね、というふうに私は思っておりますけども。

ですから、今述べましたように、自民党の中からでさえも反対が起き、今は自由に物

が言える元役員の、今、加藤さんの話を出しましたが、古賀誠さんとか、野中広務さん、

こういう方々も反対を声を出していらっしゃるわけです。戦争を知らない世代の安倍さ

ん、あるいは石破さん、本当に危ういなという思いが強いようですが。

そして世論調査でも今言ったとおりなんですけども、毎日新聞の世論調査では、改憲

によらず憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認には反対が５６％です。賛成は３７

％。それから、共同通信の行った世論調査で、これ同じような中身ですが、憲法改正に

よらず解釈変更によって集団的自衛権行使を認める考えに反対が５１．３％、賛成が３

４．５％というふうになっているわけですね。また、さまざまな憲法学者、あるいは弁

護士、たくさんの人が非常にこれには危惧を覚え、すべきではないと、容認すべきじゃ

ないというふうに言ってらっしゃるということは、町長も御存じのとおりだと思います。

そしてまた、自治体の首長においても反対している人もおられるわけですね。そうい

う点で、町長の基本的な構えが今のように武力行使による紛争解決ではなくて、外交の

力で解決していくんだという視点にあるならば、当然反対の声を上げてもいいじゃない

かなというふうに私は思うんですよね。なかなか勇気の要ることだとは思いますが、そ

れでどうでしょうか、一個人では無理なんでしょうけども、この全国は無理にしても、

鳥取県あるいは西部、この町村長会ですか、そこではそのような動きというのはないも

のなんでしょうか。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 今現在、国のほうで協議をなされている現状があります。現状

においても、まだまだいろいろと議論の真っ最中というとこでありまして、どのような

方向性になってくるのかも定まっていない、定かでない現状であると認識をいたしてお

るところであります。まだまだ国、町村会の全体としてそうした動きということには至

－８９－



ってない現状であるということであります。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） まだまだ至ってないということですが、私は急を告げて

いると思いますよね。というのが、安倍さんは最初は期限を切らずにこれを決めていき

たいと言っていたのが、どんどん早まって、今や、今の国会の期間内に閣議決定したい

と。つまり２２日までですか、今国会は。ということは、今週中にも決めたいというふ

うな意向なわけで、非常にせっぱ詰まっているんですけども、町村会長さん方はその辺

で、それは鈍いかな、動きが鈍いかなというふうに思うんですが、認識のぐあいかもし

れません、それは。森田町長に一人でも反対を表明をしてほしいというふうに願うわけ

ですが、それは多分無理でしょうから、何らかの形で本当に先ほども、前にも言いまし

たように、住民の暮らし、そして安全を守る立場からも、やはり今ここで声を上げてお

かないと、あのときに声を上げておけばよかったというふうに後悔するときが来るんじ

ゃないかなという、そういう心配も私はします。

そういう意味で、どっかでその反対の意思表明をするなんていうことは、町長、無理

でしょうか、どうなんでしょうか。されるということは、どうでしょう。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほどの質問の中のお答えでもさせていただき、そのことを取

り上げてお話をいただいております。外交努力による解決ということを話もさせていた

だきましたけれども、いろいろな、この案件についてはいろいろな角度から、いろいろ

な視点から、先ほど述べられました認識のぐあいから、考え方等々異なってくるものと

思っております。特に、外交努力ということの中ではありますけども、相手があること

でありますので、相手がどう出てくるかということについても、その視点自体でもいろ

いろな考え方、議論が生まれるわけであります。

この件については、そうした本当に国レベルでも議論されている状況でもありますし、

なかなかこの方向性が見えてきてない現状であります。私自身はしっかりと注視をして

まいりたいと考えております。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 注視をしたいということですが、私はちょっとそういう

ね、ときではないなというふうに思うんですが、やむを得ない、限界かなというふうに

思います。

２問目にね、２つ目に、自衛隊の業務について、いわば受け持っているわけですけど

も、それは今の答弁では、現在の法律の中でやっていってるという答弁でありましたが、

私が聞いておりますのは、もしと言っても、本当にこれ集団的自衛権行使を容認すると

－９０－



いうことにもう何かなりそうでね、非常に危惧しておるわけですけども、そうなったと

きにでも、つまり自衛隊が海外で武力行使をするということになっても、自衛隊募集な

どの業務は続けられるという考えでしょうか、そのことを伺っていますので、明確に答

えてください。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 現状の法の中で記されております自衛隊法の９７条というのが

ありますけれども、都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官

及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。また、地方自治法の中で、自衛隊

法施行令により、自衛隊官募集事務を第一号法定受託事務と定め、国にかわり、県及び

市町村がすべき事務というぐあいになっておりますので、法の中で進めていくというこ

とであります。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） ということは、集団的自衛権行使を容認するという閣議

決定がなされても、同じように業務をやっていくということですね。そのことを一応確

認させていただきます。これは本当に大きな問題になっていくなというふうに思います。

もし戦争ということになれば、海外での戦争ということになりますが、そこで自衛隊員

の誰かが亡くなる、あるいは相手を殺すということがあれば、これは自治体にとっても

責任を負わなければならないということになるんじゃないかなということがあると思い

ます。大げさな話のようですけども、突き詰めればそういうことになるんじゃないでし

ょうか。その点で本当に自治体としても第三者的な傍観的な姿勢では絶対にいけないと

いうふうには思うわけですが、最後にその点、町長、どうでしょうか。傍観的であるよ

うに私はとっちゃったんですけども、町長として、自治体の責任者としてやっぱりどう

お考えですか、最後にお聞きします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 国レベルでしっかりと議論していただいて、そして国民にしっ

かりと説明をしていただきたいというぐあいに考えております。以上です。

○議員（７番 大森 正治君） それでは……。

○議長（野口 俊明君） 議長の許可を受けてから発言をお願いします。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） この問題はそこで置きまして、次の２問目に行きたいと

思います。

２問目ですが、教育委員会制度の改変についてどう考えるかということであります。
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この問題についても、先ほどの集団的自衛権、あるいはその前の秘密保護法との関連、

つまり今の安倍政権の政治姿勢と深くかかわりがあるなというふうに私は思うところが

あるんですが、これについても議論をしたいなというふうに思います。

まず、この教育委員会制度の改変、これに関する情勢ですけども、私が通告したとき

にはまだ議論中でしたので、議論したかったんですが、どうお考えか。ちょっと情勢が

変わっちゃいました。国会で結論が出ちゃいまして、余りにも早く審議が進められて、

この関係法律であります地方教育行政組織法の改定案というのが、この間１３日でした

かね、参議院で可決成立してしまいました。この改定案が出された背景というのには、

大津市での子供のいじめ問題に対する市教委の対応のまずさがあったというふうに思い

ます。そういうふうにマスコミも言っておりますが、ですから改定された法律は、首長

の権限を強め、教育委員会の、今まであった教育委員会の中立性とか、あるいは独立性

ですね、これを損なうおそれがあると言われております。

改定されました、この地方教育行政組織法は、首長が国の方針をもとに、教育の大綱

を策定し、教育委員会は首長（くびちょう）と言っていますが、首長（しゅちょう）と

言いましょう、首長が任命した新しい形の教育長ですね、教育委員長をなくして、今の

教育委員長と教育長を合体したような、そういう教育長を置くという考えのようですが、

その新教育長をトップに、大綱に則した教育行政をしなければならない、そういう法律

になったようです。これは、現在の教育委員会の独立性が大きく損なわれ、国と首長が

教育内容にも介入し、教育を支配していくことにもなるのではないかと、そういう危惧

も十分あります。

なぜなら、実例があります。これを先取りしたような典型的な例が、橋下徹大阪市長、

彼による教育の私は統制ではないかというふうに考えますが、そういう例があります。

教育委員会制度の今以上の形骸化は許さず、戦前の教育、すなわち軍国主義教育の反省

から生まれたこの教育委員会の国や首長からの独立性を守るということは、子供や父母、

地域住民に対して責任を果たすことになると考えます。

そこでお聞きしますが、１つ目として、安倍政権が狙う教育委員会制度の改変につい

てどう考えますか。通っちゃったわけですが、このことについてどう考えますか。また、

現在の教育委員会制度を変える必要があったというふうにお考えでしょうか。

それから、２つ目に、首長は教育行政にどうかかわるべきと考えますか。通りました

から、どういうふうに首長はこのかかわっていくのが適切であるというふうに町長は考

えか。また、教育委員会のほうもどのようにすべきかということを答弁願いたいと思い

ます。以上です。

○議長（野口 俊明君） 教育委員長、伊澤百子君。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの大森議員さんの教育委員会制度の改変

についてどう考えるかの御質問につきまして、２つ質問をいただきました。１つ目につ

きましては教育委員会から、そして２つ目につきましては町長から、それぞれお答えを
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させていただきます。

１つ目の、安倍政権が狙う教育委員会制度の改変についてどう考えるか。また、現在

の教育委員会制度を変える必要があると考えるかという御質問についてでございますが、

これは３月議会で吉原議員さんの御質問にもお答えいたしましたとおり、大山町では、

これまでの制度の中で町長と教育長、あるいは教育委員会が一定の中立性というものを

保ちながら、そこでも十分な意思疎通を図ってまいりました。その中で、町長の教育へ

の思いはしっかり教育行政に反映されてきたというふうに認識をいたしております。ま

た、教育委員会の活動といたしましても、学校や保育所への計画訪問や、各種の行事へ

の出席、教育委員研修の実施などを行いながら、さまざまな教育課題の把握に努め、議

論や検討を重ねて、よりよい教育行政に反映をしてきたというふうに思っております。

現在の教育委員会制度、これはもう現在、過去になってしまいましたが、全く問題が

ないというふうには申しませんが、大山町ではその中で適切な運用をしながら教育行政

を進めてきたというふうに考えておりますので、実は特に制度改革が必要とは感じてお

りませんでした。

しかしながら、全国的なさまざまな状況を勘案した上で、現在の制度改革の動きに至

っているものと捉えており、法改正がなされれば、本町としても新たな制度のもとで教

育行政を進めていくことになります。

そして、先ほど議員がおっしゃいましたように、つい４日前に改正地方教育行政法が

参院本会議で可決、成立をいたしました。今後はそのもとで教育委員会は町長と適切に

連携する一方で、政治的中立性、継続性、安定性の確保をその中でしっかりと努めなが

ら、本町の教育がよりよいものになるよう、教育行政の執行機関としての役割を果たし

てまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 大森議員より、教育委員会制度の改変についての中で、首長は

どうかかわるべきかという御質問をいただきました。お答えをいたしたいと存じます。

地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育施策を策定をし実施する

こと、そして教育が円滑に実施されるよう、必要な財政上の措置を講ずることは、地方

公共団体の責務であり、本町の行政を進める上でも教育の振興は大切な課題であると捉

えております。

一方で、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保することも重要なことと捉えて

おりまして、この制度の改正案でも、教育に関する事務の執行機関として教育委員会が

位置づけられているところであります。

首長は、教育委員会としっかり連携をとり、教育に関する重要な施策につきまして協

議をしながらも、教育に関する事務の管理や執行につきましては、教育委員会の意思を
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尊重し、そして一定の独立性、そして信頼性を保ちながら、教育行政を進めていくこと

が大切であると考えているところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 法律が改定されたわけですけども、今までの教育委員会

の中立性、独立性は大事だという認識に立っていらっしゃると思います。そして、これ

を大事にしながら、やはり子供の成長を願って教育行政を進めていくというふうに私は

捉えましたが、それでよかったでしょうか。

ただ、この法律が通りまして、これから首長の、つまり本町でいきますと町長の教育

に対する権限が強まるわけですが、法律上は。これは実際にすぐに町長の権限をちらつ

かせるとか、こういうふうにしてほしいと。例えば、自分は学力テストの結果の公表を

してほしいので、それを大綱にも盛り込ませたいと、というふうなことになるのかどう

なのか。その辺についてどうお考えでしょうか。

ちょっと今、具体的な例を出しましたけども、その権限強化ということを町長は一つ

のそれを、何というんですか、武器にされて自分の考えを教育のほうにも反映させてい

きたいと思っていらっしゃるのか、どうなのか。あるいは、教育委員長はどういうふう

にお考えなのか、この権限が強まったということについて。お伺いしたいと思います。

ちょっと繰り返しになるかもしれませんけども、よろしくお願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 先ほど質問の中でも答えさせていただきましたけれども、教育

委員会の意思、これを尊重して、そして独立性、さらには信頼性、そうしたものを保ち

ながら教育行政を進めていくという、このことが私は大切であるというぐあいに考えて

おります。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。ただいまの御質問ですが、今後の新しい制度の中

では、御承知のように、教育委員長と教育長が一つになって、新教育長というポストが

できます。教育長というのに責任が非常にかかってまいります。それだけに高い見識と

人間力を備えた教育長というのが、これから求められていくというふうに思います。

そこで、果たして首長のその関与がどの程度のものであるのか、妥当であるのか、子

供たちのための正しい教育行政にどうであるのかというようなところが、そこでチェッ

クをされる、その機能も教育長が持つべきであろうというふうに思っております。教育

長のほうから、ぜひ一言返答していただきたいと思います。

○教育長（山根 浩君） 議長、教育長。
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○議長（野口 俊明君） 山根教育長。

○教育長（山根 浩君） 大森議員さんの言っておられるのは、新しく首長が主宰する

総合教育会議のことを言っておられるのだろうと思いますけれども、今、町長の答弁が

ありましたように、教育委員会の意思を尊重するというお答えがありましたように、今

でも、今の法律でも、御存じのように教育予算の編成権は、大山町の場合ですと町長さ

んにありますし、条例の提出権もありますし、教育委員会や教育長の人事権もあるとい

うのが、今でもあるわけです。

で、一つだけ心配しますというのは、いろんなことがあると思いますけれども、よそ

のところで起こっておるようなことが、これは例えば武雄市でですね、小学校を丸ごと

塾仕様という形での、これは武雄の市長さんがこれからやられるという形で、教育委員

会も話し合いの中でなっただろうと思います。とか、あるいはこの前ありましたように、

大阪市の問題のある児童生徒をやっぱり学校から分離して、別のところでやっていこう

と。反対でも担任だけでは無理だと。一方では、教育の放棄でないかなというようなこ

とが言われております。いろんなことがその総合教育会議の中で、教科書採択だとか、

教職員の人事といっていうのは別だけれども、いろんなことが話し合われてくることに

なるのかなということを、今のところは考えております。

大山町におきましては、これまでずっと教育委員さんにも本当によく頑張っていただ

きましたし、これから先も、今まで以上に教育委員会と町長さんと連携を密にしながら、

よりよい大山町の教育のために努力していきたいと思っております。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 大体わかりました。いい方向で、今まで大山町の教育が

本当に安定して、いい方向で行われてきた、これを継続するというのが基本だというふ

うに概略把握いたしました。

ただ、これが今後、その国の方針がばんばん入って、本当にその地方の教育の地域性

を無視したような教育をやれというようなことが入ってきたり、本当に首長の権限が強

まって、さっき教育長が例を示されたような事例ですね、あるいは大阪、橋下市長のよ

うな民間の校長を登用して、その校長がセクハラで、１１人登用したうち６人もセクハ

ラ等ですね、などで問題を起こしてやめたりするというふうなこともある。そういうふ

うなことが起こっちゃならないと思います。そういうことがならないことをもちろん希

望しますし、本町では今までと同じように、子供の人間的な、全面的な発達を願っての

教育行政を進めるということが確認されたと思いますが、そういう把握でよろしいでし

ょうか、最後にそれを確認して、終わります。

両方にお願いします、町長、教育委員長。よろしくお願いします。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。
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○町長（森田 増範君） 信頼性というのが私は必要、とても大事なことだと思っており

ます。それには、継続性であろうと思います。それぞれの自治体、それぞれの地域で取

り組みがなされております教育行政、そうしたものをしっかりと承知する中で、この新

しい制度を生かして活用していくと、その中での取り組みであろうというぐあいに思っ

ているところであります。

○教育委員長（伊澤 百子君） 議長、教育委員長。

○議長（野口 俊明君） 伊澤教育委員長。

○教育委員長（伊澤 百子君） はい。子供の健やかな学びやしっかりとした発達という

もの、それを保障していく大山町の教育を目指して、首長、教育長、教育委員会、一緒

になって、しっかりと連携をしながら取り組んでいくというふうに考えております。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） はい。それでは、次の３問目に入りたいと思います。

３問目は、介護の今後はどうなるのかというテーマですが、これについていろいろと

国会でも今、論議が進んでおるところですけども、また、我々も非常に大きな問題、社

会保障、特に介護のほうでは大きな問題になっているなというふうに思いますが、これ

は税と社会保障の一体改革というのが打ち出されて、その路線に沿って今回、１９本も

の法案を一括改定するという、いわゆる医療⋞介護総合法案、これが短期間の審議でも

う既に衆議院を通過しました。現在、参議院で審議中であるわけですが、この法案の主

な問題点というのは、大きくちょっと３つ私は上げさせてもらいたいんですが、１つ目

が訪問介護、そして通所介護、これを利用している要支援の１、２の人を、介護保険の

枠外に追い出すと、除外するということであります。２つ目の問題として、特別養護老

人ホームへの入所者を要介護３以上に限るということ。それから、３つ目としまして、

介護利用料を所得に応じて、つまり合計所得が１６０万円以上の被保険者は、今の１割

から２割負担に引き上げるというようなこと、そのほかありますけども、主なものを３

つ上げてみました。そういうものが問題点としてあります。

この３つを考えてみただけでも、介護保険の私は大改悪だというふうに思います。こ

れが決定されれば、本町の介護はどういう事態が予想されるのか、ここでは２点につい

て伺いたいと思います。

１点目、要支援１、２が介護保険から除外され、町の地域支援事業、自治体事業です

ね、これに移行された場合、本町の要支援者への介護サービスにどう対応されるのでし

ょうか。

２つ目として、特別養護老人ホームへの入所基準が、要介護３以上になった場合、本

町の入所実態、どうなり、またどう対応されるのでしょうか、お伺いします。

○議長（野口 俊明君） 町長、森田増範君。

○町長（森田 増範君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） ３点目の質問であります介護の今後はどうなるかということに

つきまして、お答えをいたしたいと存じます。

まず、要支援認定者が介護保険の予防給付事業から、市町村裁量による総合事業へ移

行するということにつきまして、当初は予防給付によるサービスの全ての事業が移行さ

れると議論されておりましたけれども、現段階では数多くある予防給付の事業の中から、

通所介護、デイサービスと訪問介護、ヘルパー、これのみが地域支援事業に移行するこ

ととなりました。

改正により、通所介護と訪問介護の利用はできなくなりますが、訪問介護、訪問看護、

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、福祉用具販売や貸与、そして住宅

改修につきましては、従来どおり利用することができます。

新しくできる総合事業は、介護予防、生活支援サービス事業と、一般介護予防事業の

２つの事業で構成をされ、全ての市町村は平成２９年度末までに新しい総合事業を開始

することとなっております。したがいまして、新制度に移行するまでは、現在のサービ

スをそのまま御利用いただくことができます。

大山町では、平成２７年度での移行はできないと判断をいたしておりまして、今後十

分な議論を重ねながら、市町村や地域包括支援センターがケアマネジメントを行い、総

合事業によるサービスと予防給付によるサービスを適切に組み合わせて御利用いただけ

る体制を検討してまいりたいと考えているところであります。

次に、特別養護老人ホームへの入所基準が、要介護３以上になった。この場合の入所

実態がどのようになるかということでありますが、特別養護老人ホームへ入所されてい

る方は、現在でも要介護度が３以上の方がほとんどであり、要介護度の高い方でも待機

をしておられる現状であります。

また、改正法の中に要介護度が２以下の方でも、特別な事情がある場合は入所が可能

であるという記述もあることから、改正された場合もほとんど影響はないものと考えて

いるところであります。

以上で答弁にかえさせていただきます。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 今の答弁の中で、来年度４月からの移行ということがあ

るわけですが、それは本町ではできないと。当然だと思います。全国的にもこれへの移

行というのは無理だと言っているところがほとんどのようですからね。でも、まあこれ

は段階的に移行していくということのようですけども、ちょっと聞きますけども、数的

なものですけども、現在、この要支援者の人数ですけども、大山町における、これは幾

らぐらいなのか。それから、とりあえずそれ、お聞きします。

○町長（森田 増範君） 議長。
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○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より把握している範囲内で答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） ただいまの大森議員の御質問にお答えさせていただき

ます。

現在、要支援の方が１０３名、要支援２の方が１５３名でございます。以上です。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 結構いらっしゃるわけですけども、この法律が通れば、

まあ通りそうなんですけども、この今の通所介護、そして訪問介護、これがなくなるわ

けですけども、予防給付としては。そうすれば、あと自治体にということで、言われて

いるのがボランティアによる介護ですね、これのことがせざるを得ないと、自治体では

言われておるわけですけども、来年度に間に合わないけども、今後この点についてどう

いうふうに考えていらっしゃるのか、対応を。現時点でわかっている範囲で示していた

だきたいと思います。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） はい。担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 大森議員の質問にお答えさせていただきます。

予防給付サービスによります訪問介護や通所介護はできなくなるわけですが、総合事

業の中で、この訪問型サービスといいますか、訪問介護給付をしておりましたものは訪

問型サービスということで、既存の訪問介護事業所による身体介護とか生活援助のサー

ビスも可能でございますし、同じように通所介護におきましても、通所型サービスとい

うことで既存の通所介護事業所による機能訓練等のサービスは可能でございます。その

場合、いわゆる今までは給付サービスということですから、無制限といいますか、全部

あれだったんですが、今度今後は、地域総合事業の中で、限られた財源の中で行ってい

くという若干の制限は加わるわけですが、その中で適切なサービスを適切な方に、必要

なサービスを適切な方法で提供していくことを現在、今、地域包括支援センターを中心

に検討中でございます。完全移行は平成２９年度までということですので、それまでに

十分な議論を重ねて検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議員（７番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。
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○議員（７番 大森 正治君） そうしますと確認ですけども、現在のホームヘルパーさ

んなんかを利用して、今までと同じ、ちょっと落ちるかもしれないけども、余り変わら

ないような介護がやっていけると。ですから、別に新たにボランティアというふうなも

のを使わなくてもできるということなんですね。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） そのようにお受け取りいただいてもいいと思います。

以上です。

○議員（７番 大森 正治君） はい、議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） わかりました。

それからもう１点、特養、特別養護老人ホームに入所できない人が出てくると、介護

１、２の人はということですけども、これは先ほど答弁があったように、要介護２以下

の人が余りないということのようですが、そういう人でも特別な事情がある場合、入所

が可能であるということもあるので、影響はないというふうに答えていただきました。

ですから、本町の場合、この特別養護老人ホームについては、この改定がなされても大

丈夫ということでいいわけですね、確認です。

○町長（森田 増範君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 森田町長。

○町長（森田 増範君） 担当より答えさせていただきます。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 議長、福祉介護課長。

○議長（野口 俊明君） 持田福祉介護課長。

○福祉介護課長（持田 隆昌君） 大森議員のお見込みのとおりでございます。現在、特

養に入っておられます方、全部で１０８人でございますが、要介護３以上の方は１０１

人で、９３．５％の方が要介護３以上の方になります。それ以外の方は、まさしく特別

な事情があるという方でございまして、今後もこれが変わっていくことはございません。

制度が変わりましても、現在入っておられる方が改善をして要介護１、２になっても、

退所を迫られるというようなこともないというふうに制度ではうたってありますので、

全くと言っていいほど影響がないというふうに考えております。

○議員（７番 大森 正治君） 議長。

○議長（野口 俊明君） 大森正治君。

○議員（７番 大森 正治君） 以上で終わります。

○議長（野口 俊明君） これで大森正治君の一般質問は終わりました。
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⋞ ⋞

○議長（野口 俊明君） 本日の一般質問は以上で終了し、残りました７人の議員の一般

質問は、あす６月１８日に引き続き行います。

本日はこれで散会いたします。御苦労さんでした。

午後４時３８分散会

－１００－


